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「建設業等の国際展開支援フォーラム提言」

Ⅰ 提言

１ はじめに

我が国建設業は、国民生活や産業活動を支える根幹的な基盤である住宅・

建築物や社会資本の整備を通じ、我が国経済社会全体の発展に大きく貢献し

てきた。また、依然として我が国のＧＤＰや全就業者数の約１割を占める基

幹産業でもある。一方、建設業の許可業者数は近年減少傾向にあり、国内の

建設投資は、ピーク時の約６割、公共投資に限れば半減というこれを上回る

ペースで減少していることなど、我が国建設業が引き続き健全な発展を続け

ていくための方策を検討していく必要が高まっている。

また、海外の建設市場をみると、我が国建設企業の受注実績は２００８年

度に６年振りに減少したものの、中・長期的に見て、アジアや中東地域では、

引き続き社会資本整備や都市開発への大きな需要が見込まれている。このよ

うな中で、欧米の建設企業は言うまでもなく、中国や韓国等の建設企業も海

外の建設市場において活発な活動を行っているが、我が国の建設企業につい

て言えば、厳しい自然条件や地理的条件の下で蓄積された高度な地震関連の

技術やトンネル・橋梁技術などを有してはいるものの、欧米の大手企業等と

比べて海外市場への進出が十分になされているとは言い難い。今後、我が国

建設業が海外の建設市場において幅広く活躍するためには、コンサルタント、

高速道路会社、商社、金融機関など、異なるノウハウを持った企業との連携

を図っていくことも求められる。

このような状況を踏まえ、各建設企業の海外事業を、業務全体の「従」た

る分野から経営改善に資する「主」たる分野に転換することを目指し、有識

者等からなる「建設業等の国際展開支援フォーラム」を昨年１２月に設置し

た。本フォーラムでは、本年７月までに合計３回の本委員会を開催するとと

もに、本委員会の下にワーキンググループを設置し、実務的な見地からの検

討を深めてきたところである。

以下の提言は、各委員による幅広い視点からの意見を踏まえつつ、我が国

建設業等の国際展開を積極的に推進していく観点に立って、

・ 各建設企業等が経営戦略の改革として取り組むべき事項とその方向性

・ 各建設企業等が行う改革を後押しするために政府が講じるべき政策的

な支援の枠組み

について、本フォーラムにおける検討の結果をまとめたものである。
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２ 我が国建設業の現状とその国際展開の必要性

○ 我が国建設業を取り巻く経済情勢とその現状

我が国の経済情勢は、米国発の金融市場の混乱に端を発した世界的な経

済危機の影響を受け、百年に一度とも言われる戦後 大の不況に直面して

いる。このため、建設業を含め、我が国のあらゆる産業が厳しい状況に置

かれている。

我が国建設業の現況を見れば、建設投資は、ピーク時である平成４年度

（８４兆円）と比較すると、平成２０年度では４７兆円と、約６割にまで

減少することが見込まれている。しかしながら、ＧＤＰに占める建設投資

の割合や全就業者に占める建設業就業者数が全体の約１割を占めているこ

とを踏まえれば、我が国の建設業がその活力を維持し、我が国全体の経済

成長や雇用の下支えに引き続き寄与していくことが必要であることに変わ

りはない〔参考資料１〕。

このような中で、海外建設市場の状況に目を転じれば、我が国建設業の

海外進出は、アジア地域における戦後の賠償工事から始まり、１９７０年

代から海外進出が本格化し、その後経済情勢による浮き沈みがありながら

も、２００７年度の海外受注実績は、過去 高の１兆６，８１３億円を記

録したところである。しかしながら、２００８年度においては、経済情勢

悪化の影響もあり、海外受注実績は１兆３４７億円と６年振りに減少に転

じた。一方、資金源別や発注者別にみると、自己資金によるもの（２００

１年度：７３％→２００８年度：９２％）、あるいは民間の現地企業発注

のもの（２００１年度：２７％→２００８年度：３８％）の割合が増加し

ているところである〔参考資料２～４〕。

○ 我が国建設業の国際展開の遅れと日本の国内建設市場

我が国建設業の国際展開を日本の大手５社の海外売上比率で見てみる

と、数字のみを一律に比べられない面はあるものの、同業の海外大手５

社や日本の自動車や電機メーカーの大手企業と比較してもかなり小さい

ものとなっている〔参考資料５〕。また、建設分野に関連する産業として

日本の主要建設機械メーカーの海外売上比率（トップクラスで７割程度）

と比較しても、やはり同様に小さいものとなっている。このように我が

国建設業の国際展開が進まない理由はどのような背景によるものであろ

うか。

まず、我が国の国内建設市場そのものの規模が大きく、比較的安定的

な市場であったために、あえて海外進出をそれほど積極的に行う必要が

なかったということが考えられる。（財）建設経済研究所によれば、２０

０２年度の日本の建設投資額を１００とした場合、２００７年度の日本

の建設投資額は８７となっている一方、アジア１４カ国・地域をあわせ
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た建設投資額は、２００２年度には１２９であったものが、２００７年

度には３３６という数字となっている〔参考資料６〕。また、これまで、

政府間レベルでは、日米建設摩擦など我が国の建設市場開放という問題

が話題に上ったこともあるが、国内の実際の建設プロジェクトに関連し

て、我が国の建設企業が生き残りをかける必要があるほどの競争が生じ

るような状況にはなっていなかったという指摘もあるところである。こ

の点、例えば、自国の建設市場が小さかったことにより、外国の建設企

業を買収しながら海外事業を増やしていったスウェーデンのスカンスカ

社のようなケースと比較すると対照的である（同社が買収を盛んに行っ

た時期で比較すると、スウェーデンの建設投資の規模は、日本のわずか

３％弱（２０００年））。

このような状況下では、為替リスクなど海外での事業に必然的に生じ

る負担を負ってまで、積極的に国際展開を行おうとする意識が芽生えな

かったものと考えられる。このため、我が国建設業の国際展開は、我が

国の国内建設市場の事業量が縮小する際に拡大するという形で進んでき

たところである〔参考資料７〕。

さらに、このことに加えて、日本の国内建設市場が諸外国と比較して

特殊な構造を持っていたということもその要因として挙げられる。

我が国においては、建設の請負契約において発注者側の意向が反映さ

れやすいという片務性があると指摘されているものの、一般的には、発

注者と受注者が相互に信頼感を持って建設プロジェクトを進めてきた。

戦後、社会基盤整備を迅速に進めていかなければならない状況の中で、

円滑にプロジェクトを進めるという点ではメリットがあったのは事実で

あるが、そのことが我が国で建設プロジェクトに携わる者に、契約に関

する認識を希薄なものにしてきたことは否めないところである。国によ

っては、文化や価値観等が異なることにより、発注者が日本で通常想定

されるような対応を取らないことも多いため、そのことが我が国建設企

業が受注した海外建設プロジェクトに係る契約上のトラブルを引き起こ

す大きな要因ともなっている。こうした中で、我が国では、 近では一

部で発注者と受注者のコミュニケーション向上に向けた取り組みが行わ

れ始めているものの、これまでは、発注者に対して契約を踏まえて必要

なクレームを適切に行う、発注者と受注者間のやり取りを文書化し相互

で確認するなどのノウハウが蓄積されてこなかったと考えられる。

さらに、公共工事の代金の支払い方法の特殊性の問題も挙げられる。

我が国の公共工事においては、出来高部分払いの試行のような取組みも

行われてはいるが、前金払と竣工払による支払いが一般的であり、この

ことは、工事の工期後半を受入金がない状態で行わなければならいこと

を意味する。このため、月毎の出来高、支出金、受入金の相関関係を把

握することにより、建設プロジェクトのコスト管理の経過を見せようと
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するインセンティブが受注者にも発注者にも働かないことになる〔参考

資料８・９〕。

○ 我が国建設業等の国際展開を推進する必要性

主要な建設企業の近時の決算に、収益悪化の原因が海外での建設工事

にあるとされているものがあることからもわかるように、確かに我が国

建設業の海外事業を取り巻く情勢は厳しいものがある。そのような中に

あっては、我が国建設業も一時的に「守り」の事業展開をせざるを得な

い部分があることも否定できない。しかしながら、中・長期的な視野で

見た場合、海外への事業展開に向けた歩みを止める、あるいは後退させ

ることが適当なのであろうか。

国内建設市場は、我が国の社会資本の整備水準が高まってきているこ

とや人口減少社会が到来し、少子高齢化も本格的に進展しつつあること

を考慮すれば、少なくとも、今後その規模が大きく拡大していくとは考

えにくい。したがって、中・長期的な観点で見た場合、我が国建設業の

国内市場への依存度が高い水準のまま推移することが、産業全体の継続

的な発展という観点から適当なものであるとは必ずしも言えない。

このような視点に立って海外を見れば、例えば、アジアや中東諸国で

は、現在は経済危機にあえぎ建設投資の落ち込みに苦しんでいる国が多

いものの、インフラ整備や都市開発の潜在的需要は引き続き高いものと

考えられる〔参考資料１０・１１〕。欧米の建設企業や伸長著しい中国や

韓国の建設企業〔参考資料１２・１３〕との競争に打ち勝ち、このよう

な諸国で我が国の建設企業がインフラ整備や都市開発に関するプロジェ

クトへの参画を進めれば、自社の受注拡大はもちろんのこと、これらの

諸国における経済成長が促されることで、我が国がアジア等とともに発

展する道筋がつけられることになると考えられる。

また、我が国の建設企業が海外へ進出することで、建設技術の移転に

より地元の建設企業の育成が図られる、質の高い社会資本や建築物の整

備が進むといった点で、進出先国にとっても多大な利益がもたらされる

ものと考えられる。このため、我が国建設業等の国際展開は、開発途上

国等に対して我が国が果たすべき国際貢献の一環としても、積極的に行

っていくべきものと考えられる。

他方、海外の建設市場では、ＰＦＩ、コンセッションなど、単なる施

工請負ではないプロジェクトに挑んでいく必要性が生じているが、この

ようなものに対しては、現状では、建設企業のみで対応できる範囲を超

えているものも多いため、コンサルタント、高速道路会社、商社、金融

機関など、違ったノウハウを持った企業が協力して対処していく必要が

ある。また、発注者である政府機関との調整などの面では、各企業だけ

で対応することに限界があるケースもあるため、そのような場合も含め、
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我が国政府も協力を行っていくことが必要不可欠となる。

したがって、

・ 我が国建設業の健全かつ継続的な発展を目指し、かつ、それを我が

国全体の経済成長につなげていく、

・ 開発途上国等に対して我が国が果たすべき国際貢献を行っていく、

ためには、このような厳しい経済情勢である今こそ、我が国建設業等の

国際展開に向けた施策展開を進めていかなければならない。その際には、

官民一体となって、従来にもまして積極的な対応を行っていく必要があ

ると考えられる。また、政府部内においても、例えば、外務本省で行わ

れる各国大使による会議等の機会を利用して情報交換を図るなどしなが

ら、国土交通省をはじめとした関係省庁、在外公館や政府機関が緊密な

連携を図っていく必要がある。

○ 新しいビジネススタイルの創造を目指して

我が国建設業は、我が国特有の厳しい自然条件や地理的条件の下で蓄

積された地震関連の技術やトンネル・橋梁技術、また、勤勉で創意工夫

に富む気質を有するというような日本の国民性に由来するとも考えられ

る、工事の品質確保、工期の遵守といったノウハウを有しているが、そ

れらの技術やノウハウの国際展開が大々的に進められるということはこ

れまでなかった。

これは、海外における受注量が国内建設市場の動向に左右され、国内

建設市場が回復傾向にある際には、海外事業で収益が上がらないと撤退

するということが繰り返されてきたため、海外事業に関する様々な経験

やノウハウがなかなか蓄積されないという問題があったことによると指

摘されている。継続的に事業が行われないということは、進出先国の建

設プロジェクトに関するニーズを的確に把握する、日本の建設業の特長

を外国人にもわかりやすく説明するといった努力を行う、国際的にみて

標準的な契約管理やコスト管理を行える人材を養成するといった取組み

を腰を据えて行わせるインセンティブに欠けるということを意味してい

た。

このようなことが生じるのは、我が国建設業の国際展開が国内建設市

場の落込みの穴埋めを行う形で従属的に行われきたことによる限界であ

ると考えられる。したがって、建設業等の国際展開を積極的に進めるに

は、以上に述べたような体質からの脱却を図り、我が国建設業が行う海

外事業を、事業全体の「従」たる分野から経営改善に資する「主」たる

分野に転換していく必要がある。

このような観点に立って、本フォーラムでは、事前に有識者等に対し

て行ったヒアリングの結果を踏まえ、建設業等の国際展開を積極的に進

めるために企業や政府が取り組んでいくべき５つの課題を挙げることと
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した〔参考資料１４〕。以下に、これらの課題毎に、各建設企業と政府そ

れぞれが行うべき具体的に取組みについての詳細を述べることとしたい。
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３ 我が国建設業等の国際展開に向けて行うべき具体的取組み

※ 以下の文中の【短】【短～中】【中】はそれぞれの課題を実現すべき時間的イメージ（順

に短期、短期から中期、中期）を示している。

(1) 我が国が優位性を持つ建設技術の確認とその展開の推進

我が国建設業の国際競争力強化を考える場合、外国の建設企業との関

係で何らかの比較優位性を持つことが必要である。基幹事業そのものの

拡大の必要性については後述するが、伝統的な基幹事業である建設工事

の請負について考えれば、我が国建設業が比較優位な建設技術やノウハ

ウを有しているかどうかが問題となる。

我が国建設業は、すでに述べたように、山間狭隘、急峻な地形や地震、

台風等の自然災害の発生など、日本特有の自然条件や地理的条件のもと

で蓄積した高度な、地震関連の技術やトンネル・橋梁技術等を有してい

る。また、勤勉で創意工夫に富む気質を有するというような日本の国民

性は、我が国が「技術大国」として現在の地位を築き挙げることができ

た要因とされているが、そのような国民性は、環境技術の開発や工事の

品質確保、工期の遵守といった、我が国建設業が有する特長に現れてい

るものと考えられる。

その一方で、近年の国際建設市場における建設工事の受注獲得競争に

おいては、価格面が重視される傾向にあり、優れた建設技術やノウハウ

を有していることによるメリットはあまり大きくないとの考えもあると

ころである。しかしながら、先進国である我が国の建設企業が価格競争

を中心とした建設プロジェクトの受注で利益を上げていくのは困難と言

わざるを得ない。

このため、

・ 進出対象国の発注者の建設プロジェクトに対するニーズを的確に把

握すること

・ 我が国建設業が有する建設技術やノウハウが、それらそのものの内

容はもとより、ライフサイクルコスト等を考慮すれば中・長期的には

メリットのあることを示すこと

・ 我が国建設業が有する高度な建設技術やノウハウが活用されやすく

するための様々な環境整備を行うこと

などにより、付加価値の高いプロジェクトの受注を目指していく必要が

ある。

製造業の世界では、しばしば「メード・イン・ジャパン」戦略という

ことが言われてきたが、建設業の世界においても、生産自体は外国で行

われるものの、我が国の建設技術やノウハウはそこで活かされてしかる

べきである。このため、国を挙げて建設業の「メード・バイ・ジャパン」
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戦略を構築していく観点から、具体的には以下のようなことを行ってい

くべきである。

＜各建設企業が経営戦略の改革として取り組むべき事項＞

① 市場優位性のある建設技術やノウハウの再確認と市場戦略の

具体化【短】

我が国建設業が有する建設技術やノウハウの国際展開を国全体と

して推進していくためには、売込みを行っていくべき建設技術やノ

ウハウの対象とその売込み先である市場を定めることが必要となる。

このため、まず各建設企業それぞれが自社が保有する建設技術や

ノウハウについて検討を行った上で、建設業界全体として今後戦略

的に売込みを行っていく建設技術やノウハウ、あるいは進出先とな

る市場について整理を行うべきである。

本フォーラムにおいては、今後有望な建設技術として、環境、省

エネルギー、原子力、鉄道や交通拠点などの都市基盤整備に関連す

る技術が挙げられるととともに、工期の遵守、品質の確保といった

我が国建設業の目には見えない特長である「日本型建設プロセス」

を可視化した上で外国発注者にアピールしていく、あるいはＶＥ提

案力を強化し活用するといった取組みを行っていくべきであるとの

議論があった。また、各建設企業に対するアンケートによれば、今

後有望な建設市場としては、アジアや中東を挙げるものが多く〔参

考資料１５〕、また本フォーラムにおける議論では環境技術などは先

進国への展開が考えられるのではないかとの指摘もあったところで

ある〔参考資料１６〕。いずれにしても、今後、それぞれの建設技術

やノウハウに応じた具体的な市場戦略の検討を開始すべきである。

② 有望な建設市場における重点的な受注活動の展開【短】

欧米の建設企業の例によれば、それぞれの企業の持てるリソース

に応じた地域戦略を持って国際展開を行っているところである〔参

考資料１７〕。

このため、我が国の各建設企業は、将来的に有望であると判断し

た建設市場において、今までにもまして重点的な受注活動の展開を

行っていくべきである。

＜政府が講じるべき政策的な支援の枠組み＞

① 売込みを図るべき「ＪＡＰＡＮ建設ブランド」の明確化等【短】

政府全体として、我が国建設業が有する建設技術やノウハウを海

外建設市場においてＰＲしていくための取組みを行っていくには、

我が国建設業界全体の国際競争力の強化に資するものを中心に支援

を行っていく必要がある。

このため、建設業界全体として今後戦略的に売込みを行っていく
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べきとした建設技術やノウハウを「ＪＡＰＡＮ建設ブランド」とし

て明確化するとともに、主要な建設技術・ノウハウ毎に有望な建設

市場の検討を行うべきである。

② 有望な建設市場における「ＪＡＰＡＮ建設ブランド」普及のための

取組み【短】

①で有望な建設市場と判断された国や地域において、官民一体とな

った「ＪＡＰＡＮ建設ブランド」普及の取組みを戦略的に行っていく

必要がある。

このため、政府としては、我が国建設業が持てる建設技術やノウハ

ウを活用しながら、国際建設市場でのプレゼンス向上を図るための戦

略構築への支援、閣僚等によるトップセールスの実施、国際見本市へ

の参画、合同ミッションの派遣や二国間建設会議の開催など、各建設

企業が個別に対応することが難しい取組みについて、官民が連携しつ

つ、海外建設外交という形で積極的に進めていくべきである〔参考資

料１８・１９〕。

また、以上のような取組みについては、我が国全体の外交政策、新

幹線システムの海外展開など我が国の建設技術の活用が想定される他

の取組み、あるいは地政学的な観点での国際戦略との関係を常に意識

して行う必要があることから、関係省庁等の国際部門、在外公館や国

際問題を専門とする各種の研究機関などと連携しつつ、対応を行って

いくべきである。

③ 我が国建設企業に技術優位性のある案件形成の促進【短～中】

我が国建設企業が保有する建設技術やノウハウを活用する観点で

は、国際建設市場においてそれが求められるプロジェクト自体の創

造を進めることも、市場拡大につながる一つの有効な方策である。

このため、具体的には、政府間の政策対話等を通じて、橋梁・ト

ンネル、幹線道路・ダム、環境対策等の分野におけるＯＤＡ事業で

我が国の事業者が有する技術や資機材がプロジェクトの実現に必要

かつ実質的に活かされるＳＴＥＰ（本邦技術活用条件）案件の形成

を促進すべきである〔参考資料２０〕。

④ 我が国の技術基準や関連ガイドラインの海外におけるスタン

ダード化等の推進【短～中】

我が国建設業が保有する優れた建設技術やノウハウの国際展開は、

それらの技術やノウハウ自体が優れていれば必ずしも可能となるも

のではない。有識者や建設企業へのヒアリングによれば、我が国の

建設企業の主たる進出先であるアジアや中東諸国において、発注に

当たっての技術的な基準としては欧米のものが用いられていること

が多いが、そのことによって、我が国の建設企業が保有する技術自

体の内容が優れていても、それらの基準に適合していないことを理
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由にそれらの技術が受け入れられないケースがあるという趣旨の指

摘が多かったところである。

このため、道路ＩＴＳ、水資源、建築物の耐震・環境といった分

野を念頭に、我が国が有する技術基準やこれらに関連するガイドラ

インなどについて、我が国建設業にとって有望な建設市場である国

を中心にそのスタンダード化を図る取組みを進めるべきである。ま

た、建築物における省エネルギー面等での環境性能については、我

が国では建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）があるが、

諸外国の同様の手法が自国以外においても展開している状況である

ことにかんがみ、これがアジアなどで国際的に普及していくように

するための取組みを強化すべきである〔参考資料２１〕。

このような個別の技術基準等の普及のための取組みは、アジア域

内で将来的に共通の技術基準を共用するといった長期的な目標のも

とに進められるべきである。

(2) 海外建設事業における収益性向上やその円滑な実施を妨げる障害の除去

市場における企業経営に対する評価がより重要なものとなってきてい

る中にあっては、技術そのものとして高いレベルのものを有していても、

事業として赤字ということではビジネスとして成り立たないのは言うま

でもないことである。したがって、建設業等の国際展開が経済市場にお

いても前向きなものとして評価されるようにするためには、企業全体で

利益が確保できればよいというスタンスでは不十分であり、海外建設事

業において、適切な収益を確保できるかどうかが重要である。

海外建設事業を我が国建設業の「主」たる位置づけとしていくために

は、各建設企業が十分な利益を確保できるかという観点で戦略的に重点

を置く業務分野や受注するプロジェクトの選定を行っていくとともに、

受注したプロジェクトについてあらゆる手段を用いて損失が出ないよう

にするなど、従来にもまして、収益性を意識した国際展開を図っていく

必要がある。

また、海外で受注する建設工事がＯＤＡや日系企業発注のものから、

自己資金で現地の政府や民間発注のものにシフトしていく中で、海外建

設工事に伴うリスクは増えているものと考えられる。このうち、進出先

国の法制度や契約の運用、公共の発注者の姿勢に起因するトラブルにつ

いては、各建設企業による対応のみでは解決が困難であることから、政

府による支援策を講じることが必要である。

以上のようなことから、海外建設事業における収益性向上やその円滑

な実施を妨げる障害の除去を図る観点で、具体的には以下のような取組

みを行っていくべきである。

＜各建設企業が経営戦略の改革として取り組むべき事項＞

- 10 -



① 完成工事高重視から収益性を重視する経営への転換【中】

我が国建設業の国際展開が国内建設市場の落込みを補完する形で

行われてきたことから、国内建設市場における経営姿勢が完成工事

高を重視するものであれば、海外建設市場においても完成工事高を

重視せざるを得なかった面もあると考えられる。

しかしながら、国内においてさえ、建設投資の急激な減少に伴う

競争の激化により、完成工事高が必ずしも利益に直結しない状況が

生じており、収益性を重視する経営への転換が求められるようにな

っているところである。ましてや、海外においては、ＯＤＡ案件な

ど、比較的安定した利益を見込めるプロジェクトを中心に受注して

きた過去とは異なり、他国の建設企業とさらに厳しい競争を行う必

要があることに留意しなければならない。また、今後、海外建設事

業を我が国建設業の「主」たる位置づけとしていくためには、それ

自体で一定の利益が確保され、事業として成り立つようにする必要

がある。

このようなことから、国際展開を行う各建設企業は、完成工事高

重視から収益性を重視する経営へ、そのあり方を転換していくべき

である。

② 海外事業におけるリスク管理の徹底等【短】

リスク管理の問題は国内での建設事業を実施するに当たっても避

けて通れない問題であるが、海外においては、営業上のリスク、為

替や金利などの市場リスク、資材価格の上昇に関するリスク、訴訟、

契約を巡る紛争、新たな規制の導入などの法的リスク、環境や安全

に関するリスク、政情不安などのカントリーリスクなどについて、

より多様なリスクが存在している。

欧州の主要建設企業の企業年報によれば、リスク管理に関する記

述が詳しくなされており、リスク管理対応についての積極的な姿勢

が見られるところである。我が国の建設企業も海外の建設プロジェ

クトについて収益性を重視するのであれば、できるだけ損失を出さ

ないようにする観点で、リスク管理のための取組みを、一層強化し

ていく必要がある。また、その際には、現場の対応力を高めるため

の人材教育、マネージメントツールの整備、経験を共有する仕組み

作りなど、会社を挙げた取組みを行っていくべきである。

また、各建設企業へのヒアリングによれば、具体的なプロジェク

トの実施に関連して、事業用地の確保がなされない、過大な検査や

資料の提出要求がある、建設工事の代金支払いが円滑に行われない

などの様々な問題が生じている状況である。このため、各建設企業

においては、これらの問題について、あらためて分析や整理を行う

ことにより、今後の海外での建設プロジェクト受注や実施に当たっ
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てそれらの経験を活かすようにしていくとともに、契約に関するト

ラブルに迅速かつ適切に対処するために必要な体制について、外部

の専門家の活用なども含め、それぞれの企業のニーズに応じて充実

を図るべきである。

＜政府が講じるべき政策的な支援の枠組み＞

① 海外建設工事における利益の創出等を評価するための方策の検討

【中】

我が国の建設企業が海外で積極的な事業展開を行って成功し、一

定の収益を上げることは、我が国の建設企業が活躍する場自体を拡

げることにつながり、我が国建設業の健全な発展にも大きく貢献す

るものと考えられる。

このため、政府として、我が国の建設企業がそのような海外での

建設プロジェクトに前向きに取り組んでいけるよう、各建設企業の

海外建設工事における収益状況が何らかの形で市場において評価さ

れるような仕組みを中期的に検討していくべきである。

② 各建設企業のリスク管理のために必要なツールの提供【短～中】

海外における個別のプロジェクトに係るリスク管理は、まず、各

建設企業それぞれが取組むべき問題ではあるが、政府として建設業

等の国際展開を進める観点では、そのすべてを各企業の取組みに任

せることは適当ではない。特にコンセッション事業への参画など、

これまで我が国の建設企業があまり取り組んで来なかった分野の開

拓を進めるためには、リスク管理面での政府による支援策を検討し

ていくことが必要である。

そのようなものとしては、まず、我が国企業の海外での事業展開

に係る資金面での支援策が考えられる。国際協力銀行（ＪＢＩＣ）

が行っている輸出金融（建設工事も技術の提供として対象に含まれ

ている）や海外投資金融などの政策金融、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）

が行っている技術提供契約などに係る貿易一般保険、海外投資保険

などの貿易保険の枠組みがそれに相当する。現在では、建設企業に

よる利用は少ない状況であるが、今後はこれらの利用条件や問題点

について研究を深めるとともに、我が国建設業等の国際展開の観点

からこれらの制度が少しでも利用しやすくなるよう、関係機関と協

力しつつ検討を進めていくべきである。

また、これまでのヒアリングによれば、発注者が政府機関など公

的な主体である場合も、契約を巡る争いが度々生じているとのこと

であったが、外国政府との関係におけるリスクを低減する手段の一

つとして、一方の締約国の投資家（企業）が他方の締約国（政府）

に対して、投資を巡る紛争について仲裁手続を求めることができる
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二国間投資協定（ＢＩＴ）や経済連携協定（ＥＰＡ)の活用が考えら

れることにも留意すべきである。ＦＩＤＩＣ契約約款との関係を含

め、具体的な適用可能性については、今後、建設企業、コンサルタ

ント、商社、金融機関の実務担当者や建設分野に詳しい学識経験者、

弁護士などの専門家による研究会を設置することなどにより、検討

を深めていく必要があるが、ＢＩＴやＥＰＡが我が国の建設企業の

活動環境全般の整備につながることもあわせて考え、その周知を図

るとともに、国土交通省を含めた関係省庁が連携を図りつつ、有望

な建設市場である未締結国との間での締結の促進を図っていくべき

である〔参考資料２２〕。

③ 国際建設契約に関する専門的知識の向上等【短～中】

契約に関する問題を深く追求する必要性が比較的薄いとされてい

る国内建設市場とは異なり、国際建設プロジェクトでは、発生した

問題を契約上どのように捉えるが非常に重要である。建設企業に対

するヒアリングによっても、我が国の技術者の国際建設プロジェク

トに対応するための契約関係の知識が不足しているとの指摘があっ

たところである。

このため、これらの我が国の各建設企業の技術者や契約担当の職

員への国際建設契約管理に関する教育、研修等への支援を充実させ

ていくべきである。また、国際建設プロジェクトに係る契約に関す

る複雑な法的な問題等については、もはや我が国の建設企業の社員

のみで対応することが困難である場合もあることから、我が国では

まだ少ないとされる、国際建設契約の分野に精通し、語学力や交渉

力も備えた弁護士等の養成を我が国の建設企業と連携しながら行っ

ていくというようなことについても、今後、検討を行っていくべき

であると考えられる。

さらに、我が国の建設企業が海外で円滑にプロジェクトを進めら

れるようにする観点では、進出先国の入札や契約に関する制度が十

分に整備され、かつ、それらの運用が適切になされていることが必

要である。このため、国土交通省が中心となって、これらの国にお

ける入札や契約に関する制度についての情報収集やそれらの運用の

問題点を分析するといった取組みを行っていくべきである。

④ 国土交通省を中心とした相談体制等の構築【短】

我が国の建設企業の立場からすれば、海外建設事業に関連して様々

なやり取りを政府と行う場合には、出来る限り一元的な対応がなされ

ることが望ましい。このため、我が国の建設企業が受注した海外建設

プロジェクトに関連して抱える問題等について、国際建設契約を始め

とする様々な分野の専門家も活用することによりその原因や対応策に

ついて調査・分析を行うとともに、国土交通省を中心とした相談体制
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の構築を行うべきである。

相談等の結果、進出先国の建設業関係の法令、政府調達制度等その

ものやその運用、公的機関を中心とした発注者の契約に対する姿勢等

が原因となっていることが判明した場合のほか、我が国建設業の国際

展開に影響を及ぼす可能性のある個別プロジェクトに係る契約上の問

題が生じたような場合についても、関係省庁等とも連携を行いつつ、

ＥＰＡ、ＷＴＯ、二国間の政策対話等の場を通じた進出先国政府との

調整を今までにもまして行っていくようにすべきである。

また、海外建設プロジェクトにおける施工技術、施工管理マネジメ

ント面での課題について、有識者、関係機関と連携しつつ技術支援体

制の強化を図る「海外建設ホットライン」が本年５月に設置されたと

ころであるが、今後は、関係省庁等とも連携を行いつつ、このような

仕組みを引き続き有効に活用する、あるいはこれを発展させながら、

課題の解決に向けた取組みを行っていくべきである。

〔参考資料２３〕

(3) 業務の幅を拡げるような新しいビジネスモデルの創造

我が国建設業の海外における事業形態は、国内建設市場の場合と同様

に、これまでは、工事の請負という意味での「建設」が中心であった。

しかし、建設業の利益率は他産業と比較しても低いとされており、また、

海外建設市場において安価な労働力に支えられた地場の建設企業の能力

も向上してきている一方で、一般的な建設工事についてであれば、我が

国の建設企業の価格競争力は必ずしも高くない。このようなことを考慮

すれば、我が国建設業が「建設」のみをビジネスモデルの中心に据えた

ままで、国際展開を進めていくのは限界があると言わざるを得ない。

海外の主要な建設企業の例によれば、自国内での建設投資の増加が見

込めない中にあって事業量の確保を行う観点で、コンセッション事業や

開発事業をはじめ、何らかの形で基幹となる事業の拡大を行っている。

しかしながら、我が国国内において、新しい事業形態を経験する場が

少ない環境のままで、各建設企業が独力で新たな業務を海外で進めてい

くことはなかなか容易ではない。このため、収益力強化の観点から各建

設企業が海外建設事業について行う、新たな業務分野への進出に向けた

積極的な取組みを強力に支援していく必要がある。このような観点に立

って、具体的には以下のようなことを行っていくべきである。

＜各建設企業が経営戦略の改革として取り組むべき事項＞

① 海外における基幹事業の拡大【中】

海外の主要な建設企業の例によれば、メディア事業や通信事業の

展開を行っているフランスのブイグ社のようなケースは別格として

も、コンセッションやＰＦＩなどのＰＰＰ事業を始め、不動産開発、
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エネルギー、空港など、「建設」事業の周辺で展開可能な事業をそれ

ぞれの社の特色を活かしながら展開している。また、建設関連の業

務をメインにしている場合であっても、土木や建築工事の請負では

なく、ＰＭ／ＣＭを業務の主体としている企業もあるところである。

その一方で、我が国の建設企業は、例えば、海外でのＰＰＰ事業へ

の参画については、未だ不安を抱えているという状況にある。

このため、各建設企業は、海外事業の収益性向上を目指す観点で、

それぞれの企業の特色に応じ、コンセッション事業への参画やＣＭ

ビジネスへの参入を行うなど、海外事業における基幹事業の拡大を

目指し、分野、進出先とする市場、人材確保方策などについて具体

的な戦略の検討を行うとともに、それを着実に実行に移していくべ

きである。

② 「ＪＡＰＡＮ建設パッケージ」の積極的な展開【短～中】

一般的な工事の請負であれば、地場の建設企業等でも対応が可能

となってきている状況の中で、我が国の建設企業は、建設プロジェ

クト自体について計画策定段階から関与する、土地や資金の調達を

自ら行う、あるいは完成したインフラの維持・管理を行うといった、

プロジェクトの上・下流部を通じた取組みを行うことが求められる

ようになってきている。

しかし、我が国の建設企業が現状では「建設」中心の事業展開を

行ってきていることからすれば、それ以外のノウハウが必要な部分

については、他の企業と協力を行っていかなければ、プロジェクト

を通じた一貫した対応を行うことは困難であると考えられる。

また、(1)で述べられているような環境や省エネルギー等に関する

建設技術の展開に当たっても、例えば、環境配慮型の建築技術の普

及を目指す場合には、そのような高度な技術を活かした建築物の維

持・管理を適切に行うためのノウハウも併せて売り込んでいくとい

うような対応を行っていく方が効果的である。

このため、コンサルタント、高速道路会社、商社、金融機関など

といった建設企業と違ったノウハウを持つ日本の企業同士が協力し、

「ＪＡＰＡＮ建設パッケージ」を形成することにより、海外におけ

る大規模なＰＰＰ事業などへの対処を行っていくべきである。

＜政府が講じるべき政策的な支援の枠組み＞

① 国内の公共事業におけるＰＰＰやＣＭの活用の推進【短～中】

我が国の建設企業が海外において基幹事業の拡大を図ろうとして

も、国内市場で同様の業務についての経験がなければ、内部に新た

な業務に対応できる人材やノウハウが蓄積されないなどの理由で、

それを実行に移すのは難しい。国際展開を推進する観点からは、業
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務形態について内外がシームレスになっている方が望ましいことを

考えれば、ＰＰＰやＣＭなどの業務が国内市場で一定量存在する、

すなわち「マザーマーケット」が形成されていることが必要である。

このため、政府としては、コンセッション方式を含めたＰＰＰや

ＣＭについて、これらの新しい事業手法に対する発注担当者の理解

を深めるようにしながら、まず、国内の公共事業においてこれらを

用いることを積極的に推進することにより、我が国の建設企業が海

外において基幹事業の拡大を図るためのいわばトレーニングエリア

を提供するようにすべきである〔参考資料２４〕。

② 「ＪＡＰＡＮ建設パッケージ」を活用した案件形成の推進

【短～中】

前述の「ＪＡＰＡＮ建設パッケージ」を形成するためには、異な

るノウハウを持った企業同士が協力し合うことがまず必要であるが、

我が国の建設業等の国際展開全体を推し進める観点から、政府とし

てもその動きを積極的に支援していく必要がある。

現在、海外におけるＰＰＰインフラ整備プロジェクトを推進して

いくために、昨年９月にベトナムにおける道路プロジェクト、モン

ゴルにおける水資源プロジェクトを対象にそれぞれ官民研究会が設

置されて議論が進められている。昨年度末には、これらの委員会に

おいて、中間的な取りまとめがなされ、関連する施策の連携を図る

ことにより、事業の上流から下流までを一体的に支援するスキーム

を構築すべきことが提案されたところであるが、今後は、対象国の

拡大も視野に入れ、リスク分担のあり方などについての議論も行い

つつ、支援策の具体化や早期の実行を目指した検討を進めていくべ

きである〔参考資料２５〕。また、これらの研究会における検討は、

他省庁におけるＰＰＰ事業の海外展開に関連する委員会の動向を踏

まえつつ行うなど、政府全体のＰＰＰ関連施策との連携を十分に図

りながら行っていく必要がある。

(4) 国際建設市場に対応する人材や組織の確保

日本とは法律、諸制度、商慣行、組織文化などあらゆる点で事情が異

なる国際建設市場で円滑にプロジェクトを進めることにより、海外事業

を各建設企業の主力業務分野の一つとしていくためには、それらの業務

を進めるために必要な優秀な人材や一定規模の組織を確保することが必

要である。

我が国の建設企業へのヒアリングによれば、国際建設市場に対応した

人材について、

・ 各建設企業とも、国際建設プロジェクトで十分に能力を発揮できる

ような日本人職員を、団塊世代の引退、新規採用の減少、アジア通貨
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危機後の海外部門の縮小などの理由により、十分有しているとは言え

ない。

・ 海外でプロジェクトを推進する上では不可欠な外国人従業員・労働

者についても、国際建設市場の動向に左右され、一定の能力を備えた

者を確保することが困難となる事態に度々遭遇している。

といった困難を抱えている状況である。

さらに、我が国の建設企業の海外部門の職員は、語学力等の面で有利

なことも多い欧米の建設企業の職員や賃金水準は低いが優れた能力を持

つようになってきている新興国の建設企業の職員との競争において、互

角に戦っていかなければならない。また、契約等に係る交渉においても、

外国語で慣行や文化の異なる発注者側の担当者と対等にやり取りできる

ような能力を備えることも必要である。

国際建設プロジェクトで活躍することが可能な人材の育成は、本来、

長期的な視野に立って行っていくべきものであり、また、それらの人材

を雇用する組織のあり方が経済情勢や国内建設市場の動向によって、あ

まりに影響を受けるというようなことがあれば、そのような人材の蓄積

を進めることが難しくなるものと考えられる。

このため、各建設企業と政府の双方が、海外事業展開を推進するため

に も必要不可欠とも言えるリソースである人材の育成や有効活用に向

けて、あらゆる努力を行っていく必要があり、具体的には、以下のよう

なことを行っていくべきである。

＜各建設企業が経営戦略の改革として取り組むべき事項＞

① 海外事業実施のための体制の整備【短】

現状においては、他産業の状況や海外受注高との比較で考えれば、

現在の各建設企業の海外業務を実施するための人員や組織の体制は必

ずしも十分とは言えない〔参考資料２６〕。

このため、海外事業を主力業務分野として位置づける観点からは、

相応の人的資源の投入と業務を進めていくために必要な体制の強化

について、海外部門内にとどまらず、社内全体で検討を行っていく

べきである。

② 海外部門職員の計画的な育成【短】

海外部門職員の育成について、建設企業へのヒアリングによれば、

海外赴任の直前の研修などは行っているものの、体系的な育成プロ

グラムは十分に整備されていないとのことであった。

このため、語学や国際建設マネジメントなど、海外建設プロジェ

クトを進める上で不可欠なスキルに関する研修の実施や充実、資格

取得の支援などを図るとともに、海外事業における適切なＯＪＴな

どを通じて、海外部門職員、あるいはその候補者の計画的な育成を
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行っていくべきである。

③ Ｍ＆Ａやアライアンスなどによる人材の確保【中】

海外業務を行う職員について、現在雇用している職員の活用、現

地法人での採用、新規採用職員の教育などによる確保のみでは、コ

ンセッションビジネスへの参画など、新しいビジネス分野の開拓を

迅速に行っていく場合には十分ではない。

このように現在抱えている、あるいは確保可能なヒューマンリソ

ースで海外事業の実施に必要な体制を充足することが困難な場合に

は、Ｍ＆Ａやプロジェクトベースでのアライアンスなどの対応を積

極的に行っていくべきである。なお、このような形で外部の人材の

導入を積極的に行っていく場合には、社内の業務環境の整備（例え

ば、業務上の使用言語を英語とする）についても、グローバル化し

た企業の対応を参考としていく必要がある。

＜政府が講じるべき政策的な支援の枠組み＞

① 国際建設プロジェクトを成功に導くリーダーの養成【短～中】

我が国の建設企業にとって、国際建設市場において活動を行って

いくために必要な人材が不足しているということが共通の課題とな

っている。政府としても、我が国建設業等の国際展開を推進する観

点から、将来的には世界の建設産業界をリードする人材を生み出す

目標を持ちながら、この分野における積極的な支援を行っていく必

要がある。

このため、特に国際建設プロジェクトを成功させるために鍵を握

ると考えられる、

・ 海外現地法人や海外支店で外国人職員を含めた組織全体をリー

ドできるような日本人職員

・ 日本の建設技術やノウハウに精通した外国人の基幹職員

などになり得る職員を戦略的に養成していく「国際建設プロジェク

トリーダー養成プログラム」を、建設企業はもとより、大学や関係

学会などとも連携を行いながら、構築するべきである。

また、国際建設プロジェクトを先導する立場で活躍しようとする

者に対して、必要な能力開発を自ら意欲的に行わせるとともに、知

識やノウハウを個人に蓄積させるためのインセンティブとして、資

格制度の活用という観点も重要であると考えられる。本フォーラム

における議論においては、建設プロジェクトのマネジメント能力を

高める観点での「プロジェクトマネジメント・スペシャリスト」、海

外での建設工事に通用するコンストラクションマネージャーを養成

する観点での「技術士（総合技術監理部門）」の活用が例として挙げ

られていたが、国際建設プロジェクトに係る様々なマネジメント能
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力を適切に評価できるようにする観点で、これらも含め、関連する

資格制度の活用のあり方について検討を行うべきである。

② 優秀な外国人技術者・労働者等の確保【短～中】

我が国の建設企業は、国際建設市場が好調な時期を中心に、国際

建設プロジェクトの現場で働く優秀な外国人技術者や労働者の確保

に苦慮してきた。こうした中で、日本で留学していた、あるいは研

修を受けた外国人留学生や技能実習生、さらには、我が国建設企業

の日本人職員ＯＢは、日本の建設工事の進め方に関する知識がある

という点からすれば、 も有効活用すべき人材であるが、これまで

それらの者が留学や研修を終えた後のフォローは特段行われてこな

かったところである。

このため、各建設企業による外国人留学生や技能実習生、我が国

建設企業の日本人職員ＯＢ等の活用を容易にするため、それらの者

に関する情報をネットワーク化する「海外人材情報プラザ」（仮称）

の設置に向けた検討を早期に開始すべきである。また、外国人研修

・技能実習制度の有効活用についても、建設業界とも連携しながら、

検討を進めるべきである。

〔参考資料１９〕

(5) 意欲と能力のある専門工事業者等の海外進出の促進

我が国建設業の海外受注高によれば、２００８年度ベースでも約 1/3、
３，６００億円程度が大手５社以外の受注となっている。

昨年に実施した資本金が２，０００万円から５億円の建設企業１万社

を無作為抽出して行ったアンケート調査によれば、海外で建設工事を請

け負った実績のある企業は、電気工事、機械器具設備工事などの専門工

事業が中心であり、その約７割が再び海外で工事を請け負いたいという

希望を持っていた。その一方で、言語の問題に加え、現地特有の法制度

や雇用システムへの適応の難しさが海外事業展開の課題として挙げられ

ていたところである〔参考資料２７〕。

我が国建設業の海外建設市場の裾野を拡大する観点からは、これらの

意欲と能力のある専門工事業者等の海外進出を図ることも重要であると

考えられることから、具体的には以下のようなことを行っていくべきで

ある。

＜各建設企業が経営戦略の改革として取り組むべき事項＞

① 「新分野」への進出の一形態としての国際展開【短～中】

専門工事業者を中心に海外進出に意欲があり、かつ海外建設市場

で競争力のある建設技術を持つ建設企業については、自社の基幹事

業を拡大する観点から、「新分野」への進出の一つとして国際展開を

図っていくべきである。
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この際、海外事業の実施に伴うリスクの存在を考慮し、進出先国、

受注する案件の内容や協業の形態などについて、十分な検討を行っ

た上で、各企業の特長を活かした国際展開戦略を描いていくことが

必要であることに留意する必要がある。

＜政府が講じるべき政策的な支援の枠組み＞

① 海外進出事例の収集・整理【短】

意欲と能力を有する専門工事業者等の建設企業は一定数存在する

が、海外での事業展開に関するノウハウがないために、足踏みせざ

るを得ないような事態も生じているところであり、我が国建設業等

の国際展開を全体として推進していくためには、このような企業が

「初めの一歩」を踏み出せるような政策的な支援も必要である。

このため、そのような専門工事業者等の建設企業のうち、まず、

これまですでに海外進出の実績がある同様な企業について、事例調

査を実施し、海外進出の形態、手順、課題等を整理することにより、

今後新たに事業の国際展開を行おうとする企業が参考にできるよう

な取組みを行うべきである〔参考資料１９〕。

② 海外建設市場への挑戦をサポートするための施策の検討【短】

意欲と能力のある専門工事業者等の海外建設市場への進出を将来

的にも推し進めていくためには、それらの企業が海外建設市場に挑

戦することを促す環境整備を行うことが必要である。

このため、新たな市場や事業分野での国際展開を先導的に行う場

合の支援のための枠組み、海外事業のノウハウ不足を補う専門家（営

業、法律、マネジメント等の分野に係る）が企業のニーズに応じて

随時相談に応じられるようにするアドバイザー制度などについて、

政府として検討を進めることにより、それらの企業が国際展開を進

めていく意欲を継続的に持ち続けられるようにすべきである。

(6) まとめ

現下の建設市場を巡る厳しい経済情勢の現状については認識しつつも、

中・長期的な視野に立って、我が国建設業等が国際展開を推進していくべ

きとの観点に立って、それを実現するための具体的な方策について、五つ

の軸で整理を行ったが、今後、ここに記載されたことに関連する取組みが

継続的かつ実効ある形で行われるようにするために、以下の二点について

付言しておきたい。

第一は、国際建設市場全体を拡大するための取組みについてである。本

提言では基本的に現存する国際建設市場を前提として、我が国の建設企業

がそれにどのように食い込んでいくかという観点で議論を行ってきたた

め、前述の五つの軸での整理にはこのような内容は含まれていないところ

である。しかしながら、発展途上国におけるインフラ整備水準の向上をど
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のように進めるかという観点も、我が国建設企業の国際展開と大いに関連

するところである。我が国が国土計画や社会資本整備に関する長期計画な

どを通じ、計画的なインフラ整備を行ってきたことにより、経済発展を成

し遂げてきたこと自体が、我が国が有する一つのノウハウであるとも考え

られる。したがって、技術専門家の派遣などを通じて、発展途上国政府に

おいてインフラ整備に関連する枠組み作りそのものを支援することによ

り、我が国建設企業が進出可能な国際建設市場のパイ自体を大きくすると

いうようなことも極めて重要であると考えられるので、政府に対してはそ

のような取組みについても行うことを期待したい。

第二は、本フォーラムの提言を取りまとめた後の展開についてである。

本フォーラムでは、建設業等の国際展開を巡る問題について、この分野

に専門的知識や関心を有する有識者を中心に検討を行ってきたが、整理

すべき論点が多岐に渡る一方で、検討の期間は約半年強と限られたもの

であり、論点によっては、ようやく議論のスタートラインに立ったとい

う状況のものもある。このため、我が国建設業の今後の発展を左右する

重要なテーマである建設業等の国際展開については、例えば、本フォー

ラムを発展させ、産学官の有識者が連携した検討・推進体制を構築する

ことにより、継続的な議論を行えるようにすべきである。

本フォーラムの提言は以上であるが、提言をまとめること以上に重要な

のは、各建設企業も政府も、国内建設市場に依存するこれまでの発想を転

換し、我が国建設業等の国際展開に向けて舵を切る必要があると認識する

ことと、そのために必要な小さな一歩を着実に踏み出し、本提言で整理が

なされた様々な課題に対する具体的な施策を実行に移していくことであ

る。今後は、各建設企業や政府等の様々なレベルの関係者一人一人が、こ

のことを念頭に置いて地道な努力をされることを願うものである。
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４ コラム

コラム(1) 比較優位な建設技術の国際展開に関する取組み

～２００７年開催 海外展示会

「サステナブルな街と建築づくりに向けて」～

（株）日建設計では、家電、エネルギー、空調関係など企業で合計１２社

と協力し、２００７年１１月にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）において、環境

配慮型の街と建築づくりに関する展示会を実施した。

このような取組みを行った背景には、豊富な石油収入が将来的なインフラ

需要が見込める一方、日本の企業にとっては比較的未開拓であった中東市場

に如何にして進出していくかということであったが、それを実現することを

目指して、このような形で展示会を行ったのは、以下の２つの理由によるも

のであった。

① 先行する欧米諸国の企業への対抗

（株）日建設計では、８０年代以後中東市場で業務展開をしていなかっ

たため、その後の二十年程度のブランクをどのように埋め、欧米の設計会

社に対抗していくが課題であった。様々な検討を行った結果、中東の国民

が日本に抱く良いイメージを下敷きにする、日本の強みが主張できるもの

とする、わかりやすい単純なコンテクストとするという点を念頭におくこ

とが必要であるとの考えに至った。日本については、エネルギー輸入国で

あることと自動車・家電への評価があることを踏まえ、環境配慮型の街と

建築づくりというテーマで打ち出していくこととなった。

② オールジャパンとしての対応

このような展示会を実現した当時の状況として、安倍元首相による「ク

ールアース」の提唱や経団連の中東ミッションの派遣がなされていたこと

から、そのような動きをフォローするということで、中東地域における環

境問題への対応を日本の企業等が一体となって支援していく形が取れるの

ではないかとの考えに至った。このため、日本／湾岸諸国サステナブル都

市開発協力コンソーシアム（ＳＤＣＪ： Sustainable Urban Development
Consortium for Japan/Gulf States Partnership）を前述の１２社に呼びかけて

立ち上げ、現地の在外公館を初めとする団体、企業等の後援も得て、本展

示会の開催を行うこととした。

本展示会の開催国としては、中東市場で伸張が著しかったＵＡＥを選ぶこ

ととし、その主要都市であるアブダビとドバイの２箇所で開催した。展示会

においては、ＵＡＥの都市開発において環境負荷の小さな都市の実現可能な

モデル（Cool City)を提示することとし、その実現に必要な交通・エネルギ
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ー系インフラ及び省エネに関連する日本の 先端のエネルギー・環境技術を

パッケージで紹介した。その結果、王族、政府関係者、ディベロッパーなど、

合計２００名弱の来場者を得ることができた。

本展示会の開催により、現地のメディアに取り上げられることなどによる

参加企業の知名度の上昇、参加企業に対する個別プロジェクトへの引合い、

参加企業のＧＣＣ諸国への進出の促進などの具体的な効果があったとのこと

である。

〔コラム参考図表①〕
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コラム(2) プロジェクトマネジメントに関する資格制度について

プロジェクトマネジメント（ＰＭ）とは、１９６０年代に軍事や宇宙開発

分野で発達してきた計画・管理の手法であるが、企業内での成果主義が広が

る中、特定の課題を決められた予算や期間内に処理するニーズが高まってき

ていることで、あらゆる産業分野にその活用の範囲が広がっているところで

ある。我が国においては、日本の産業競争力を強化する観点に立って、日本

独自のマネジメント手法も加えて作成した新たなＰＭに関する知識体系であ

る、Ｐ２Ｍ（Project & Program Management for Enterprise Innovation)を作成し

ているところである。

このＰ２Ｍについて、ＮＰＯ法人である日本プロジェクトマネジメント協

会が資格試験を実施しており、レベルに応じて４段階の試験が設定されてい

るところである。 も受験者・合格者の多い、ＰＭＳ（Project Management
Specialist）資格試験については、すでに１４回実施され、総受験応募者数８，

３３９名、合格者数３，７２５名を輩出しているところである。

日本プロジェクトマネジメント協会のホームページによれば、プロジェク

トマネージャーの育成と資格制度の必要性について、

・ 我が国ではエンジニアリング業や建設業において国の内外でプロジェ

クトを遂行するための人材（とくにプロジェクトマネジャー）を企業内

で養成してきたが、しかし、諸外国に比べその層はきわめて薄いのが実

情であること

・ また、現在の複雑化、高度化した社会ニーズを一つのシステムとして

構築するためには、企業内で専門別に蓄積してきた縦割りの人材を組織

内あるいは組織間で広く複合的に活用し、競争力強化や市場発掘に結び

つける価値創造能力が期待されていること

が指摘されているところである。

我が国建設業等の国際展開を積極的に行うために、その国際競争力を強化

する観点からは、国際建設プロジェクトに対応する人材育成のための一つの

選択肢として、各企業においてＰＭ導入の検討がなされることが期待される。
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コラム(3) 地域の建設企業の国際展開

～建設業の新分野進出・経営革新モデル事業の事例から～

国土交通省においては、地域の建設企業が行う経営革新の取組みの中から

モデルケースと認められる事業について公募を行い、先導的な事例の発掘を

行っている。このような事業を推進し、事例の普及・啓発を図ることにより、

建設業の新分野進出等の取組みを促進しているところである。このような先

導的な事例の中で、事業の国際展開を行ったもの、あるいは行うことを検討

している段階のものがある。

保有している技術、進出先国、事業内容は、以下の表のとおりであるが、

我が国建設業の国際展開をさらに推進していく観点からは、今後は、このよ

うな意欲と能力のある地域の建設企業が、海外における事業に積極的に取り

組んでいくことが期待される。

〔コラム参考図表②〕
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「建設業等の国際展開支援フォーラム提言」

参考資料集
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、

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

、
イ

タ
リ

ア
、

オ
ラ

ン
ダ

、
ノ

ル
ウ

ェ
ー

、
ポ

ル
ト

ガ
ル

、
ス

ペ
イ

ン
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

、
ス

イ
ス

、
イ

ギ
リ

ス
、

チ
ェ

コ
、

ハ
ン

ガ
リ

ー
、

ポ
ー

ラ
ン

ド
、

ス
ロ

バ
キ

ア
の

１
９

カ
国

。
３

．
ア

ジ
ア

の
構

成
国

は
、

中
国

、
香

港
、

台
湾

、
イ

ン
ド

、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
、

韓
国

、
マ

レ
ー

シ
ア

、
フ

ィ
リ

ピ
ン

、
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
､

ス
リ

ラ
ン

カ
､ベ

ト
ナ

ム
､タ

イ
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、

ニ
ュ

ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

を
含

め
て

14
カ

国
･地

域
。

各
国

・
地

域
別

の
建

設
投

資
（
名

目
値

）

参
考

資
料

６
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海

外
事

業
は

海
外

事
業

は
20

 
20

 年年
以

上
以

上
90

00
90

00
億

円
レ

ベ
ル

か
ら

離
陸

億
円

レ
ベ

ル
か

ら
離

陸

で
き

て
い

な
か

っ
た

で
き

て
い

な
か

っ
た

（（
国

内
事

業
量

の
２

％
国

内
事

業
量

の
２

％
～

３
％

程
度

）
～

３
％

程
度

）


2
0
0
7

2
0
0
7
年年

1
.6

1
.6

兆
円

と
な

る
が

、
中

近
東

市
場

に
冷

え
込

み
で

再
減

少
兆

円
と

な
る

が
、

中
近

東
市

場
に

冷
え

込
み

で
再

減
少


基

本
は

基
本

は
国

内
建

設
事

業
量

減
少

国
内

建
設

事
業

量
減

少
の

補
填

策
の

補
填

策

日
本

の
建

設
投

資
額

日
本

の
建

設
海

外
事

業
量

戦
争

賠
償

工
事

第
１

次
オ

イ
ル

シ
ョ

ッ
ク

第
２

次
オ

イ
ル

シ
ョ

ッ
クバ

ブ
ル

経
済

日
本

の
建

設
産

業
の

内
外

事
業

量
日

本
の

建
設

産
業

の
内

外
事

業
量

出
典

：
第

２
回

「
建

設
業

等
の

国
際

展
開

支
援

フ
ォ

ー
ラ

ム
」
草

柳
委

員
提

出
資

料

参
考

資
料

７
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出
来

高
支

払
の

キ
ャ

シ
ュ

フ
ロ

ー
（

出
来

高
支

払
の

キ
ャ

シ
ュ

フ
ロ

ー
（

C
as

h 
F

lo
w

C
as

h 
F

lo
w

））
出

来
高

出
来

高
■■

、
支

出
金

、
支

出
金

■■
、

と
受

入
金

（
支

払
額

）
、

と
受

入
金

（
支

払
額

）
■■

の
比

較
の

比
較

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
 月

2
 月

3
 月

4
 月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

出
来

高

支
出

額

支
払

額
前

渡
金

１
５

％
の

場
合

前
渡

金
１

５
％

の
場

合

１
）
月

毎
の

実
質

出
来

高
２

）
支

出
金

３
）
受

入
金

の
相

関
管

理
経

過
の

コ
ス

ト
管

理

受
入

金
と

資
質

金
の

バ
ラ

ン
ス

管
理

出
典

：
「
第

２
回

建
設

業
等

の
国

際
展

開
支

援
フ

ォ
ー

ラ
ム

」
草

柳
委

員
提

出
資

料

参
考

資
料

８
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完
成

一
括

支
払

の
キ

ャ
シ

ュ
フ

ロ
ー

（
完

成
一

括
支

払
の

キ
ャ

シ
ュ

フ
ロ

ー
（

C
as

h 
Fl

ow
C

as
h 

Fl
ow

））

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
 月

2
 月

3
 月

4
 月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

出
来

高
支

出
額

支
払

額

前
渡

金
４

０
％

の
場

合
前

渡
金

４
０

％
の

場
合

支
出

金

出
来

高
出

来
高 
コ

ン
ト

ラ
ク

タ
ー

は
受

入
金

の
な

い
状

態
で

工
事

を
遂

行
す

る
シ

ス
テ

ム

出
典

：
第

２
回

「
建

設
業

等
の

国
際

展
開

支
援

フ
ォ

ー
ラ

ム
」
草

柳
委

員
提

出
資

料

参
考

資
料

９
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セ
ク

タ
ー

別

上
水

道

道
路

電
力

通
信

下
水

道

鉄
道

港
湾

、
空

港
、

橋
梁

等

0

5
0

0

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

.
億 ド ル / 年

東
南
ア
ジ
ア
等
の
イ
ン
フ
ラ
需
要
(
2
0
0
6
～
2
0
1
0
年
平
均
）

■
東

南
ア

ジ
ア

等
だ

け
で

も
膨

大
な

イ
ン

フ
ラ

需
要

→
20

06
～

20
10

年
で

1兆
ド

ル
超

※
(年

間
2,

00
0億

ド
ル

超
)

■
東

南
ア

ジ
ア

等
だ

け
で

も
膨

大
な

イ
ン

フ
ラ

需
要

→
20

06
～

20
10

年
で

1兆
ド

ル
超

※
(年

間
2,

00
0億

ド
ル

超
)

出
典

）
A

D
B
、

JB
IC

、
W

B
(2

00
5)
「

C
on

ne
ct

in
g 

E
as

t A
si

a 
～

A
 N

ew
 F

ra
m

ew
or

k 
fo

r 
In

fr
as

tr
uc

tu
re
」

よ
り
作

成
対

象
国

：
東

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の

21
ヶ
国
（

中
国

、
東

テ
ィ

モ
ー

ル
、

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

、
カ

ン
ボ

ジ
ア

、
キ

リ
バ

ス
、

サ
モ

ア
、

ソ
ロ

モ
ン

諸
島

、
タ

イ
、

ト
ン

ガ
、

パ
プ

ア
ニ

ュ
ー

ギ
ニ

ア
、

パ
ラ

オ
、

バ
ヌ

ア
ツ

、
フ

ィ
ジ

ー
、

フ
ィ

リ
ピ

ン
、

ベ
ト

ナ
ム

、
マ

ー
シ

ャ
ル

諸
島

、
マ

レ
ー

シ
ア

、
ミ

ク
ロ

ネ
シ

ア
連

邦
、

ミ
ャ

ン
マ

ー
、

モ
ン

ゴ
ル

、
ラ

オ
ス
）

※
一
人
当
た
り

G
D

Pや
人

口
密

度
等

の
将

来
推

計
値

か
ら

推
計

し
た

道
路

や
電

力

等
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
需
要
に
、
単
位
整
備
量
あ
た
り
の
建
設
費
を
掛
け
て
推
計

東
南

ア
ジ
ア
等

に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
需

要
東

南
ア
ジ
ア
等

に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
需

要
参

考
資

料
１

０
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出
典

：
Ｍ

Ｅ
Ｅ

Ｄ
M

e
e
d 

M
id

dl
e
 E

as
t 

E
c
o
n
o
m

ic
 D

ig
e
st

 ,v
 52

を
基

に
作

成

注
：
1
ド

ル
＝

1
1
9
円

で
換

算

9
0
7
,1

6
7

3
7
,2

2
8

6
0
,8

7
1

1
2
7
,4

3
2

2
8
6
,5

3
2

0

1
0
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

3
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

5
0
0
,0

0
0

6
0
0
,0

0
0

7
0
0
,0

0
0

8
0
0
,0

0
0

9
0
0
,0

0
0

1
,0

0
0
,0

0
0

Ｕ
Ａ

Ｅ
バ

ー
レ

ー
ン

オ
マ

ー
ン

カ
タ

ー
ル

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア

(単
位

：億
円

）

＜
中

東
に

お
け

る
2
0
0
8
年

～
2
0
0
9
年

の
産

業
セ

ク
タ

ー
別

建
設

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

計
画

費
＞

中
東

に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
需

要
中

東
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
需

要
参

考
資

料
１

１
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3,
24

6
中

国
建

築
工

程
総

公
司

（
中

）
21

3,
00

7
鹿

島
建
設

24

2,
14

4
大

成
建
設

36

3,
01

3
大

林
組

23

中
国

交
通

建
設

集
団

有
限

公
司

（
中

）

BE
CH

TE
L 
（
米

）

BO
U

YG
U

ES
 （
仏

）

ST
R
AB

AG
 （
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）

SK
AN

SK
A
（ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
）

VI
N

CI
 （
仏

）

H
O

CH
TI

EF
 （
独

）

4,
17

8
18

11
,7

42
6

12
,0

90
5

12
,6

89
4

13
,9

82
3

14
,6

85
2

21
,3

13
1

（百
万

$）
○
海
外
売
上
高
上
位

…

建
設

関
連

企
業

の
海

外
受

注
実

績
順

位
建

設
関

連
企

業
の
海

外
受

注
実

績
順

位

（
出

典
）

“E
N

R
”A

ug
us

t, 
20

08
 “T

he
 T

op
 2

25
 In

te
rn

at
io

na
l 

C
on

tra
ct

or
s”

（
20

07
年

実
績

）

1,
29

5
鹿
島
建
設

15

75
2

大
林
組

32

79
4

清
水
建
設

31

中
国

建
築

工
程

総
公

司
（
中

）

BE
CH

TE
L 
（
米

）

H
AL

LI
BU

R
TO

N
 K

BR
（
米

）

BO
U

YG
U

ES
 （
仏

）

VI
N

CI
 （
仏

）

H
O

CH
TI

EF
 （
独

）

SK
AN

SK
A
（ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
）

1,
09

3
22

3,
99

3
6

4,
46

2
5

5,
77

2
4

6,
03

0
3

9,
51

6
2

12
,1

52
1

（百
万

$）
○
海
外
売
上
高
上
位

…

（
20

02
年

実
績

）

（
出

典
）

“E
N

R
”D

ec
em

be
r, 

20
02

 “T
he

 T
op

 2
25

 In
te

rn
at

io
na

l 
C

on
tra

ct
or

s”

参
考

資
料

１
２
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韓
国

の
建

設
産

業
の

韓
国

の
建

設
産

業
の

国
際

市
場

戦
略

国
際

市
場

戦
略


韓

国
建

設
産

業
の

２
０

０
７

年
度

の
韓

国
建

設
産

業
の

２
０

０
７

年
度

の
海

外
受

注
量

は
２

４
０

億
ド

海
外

受
注

量
は

２
４

０
億

ド
ル

（
約

２
・
８

兆
億

円
）

ル
（
約

２
・
８

兆
億

円
）
。

国
内

建
設

投
資

の
３

０
％

。
。

国
内

建
設

投
資

の
３

０
％

。


７

０
年

代
末

、
中

東
地

域
で

日
本

の
建

設
企

業
の

サ
ブ

コ
ン

ト
７

０
年

代
末

、
中

東
地

域
で

日
本

の
建

設
企

業
の

サ
ブ

コ
ン

ト
ラ

ク
タ

ー
と

し
て

始
ま

っ
た

韓
国

の
海

外
事

業
は

、
日

本
を

超
ラ

ク
タ

ー
と

し
て

始
ま

っ
た

韓
国

の
海

外
事

業
は

、
日

本
を

超
え

る
受

注
量

を
獲

得
す

る
産

業
に

成
長

。
え

る
受

注
量

を
獲

得
す

る
産

業
に

成
長

。


彼

等
は

、
サ

ブ
コ

ン
か

ら
、

メ
イ

ン
コ

ン
ト

ラ
ク

タ
ー

へ
彼

等
は

、
サ

ブ
コ

ン
か

ら
、

メ
イ

ン
コ

ン
ト

ラ
ク

タ
ー

へ
、、

さ
ら

に
さ

ら
に

国
内

外
で

Ｂ
Ｏ

Ｔ
等

の
開

発
権

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
取

り
組

み
国

内
外

で
Ｂ

Ｏ
Ｔ

等
の

開
発

権
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

取
り

組
み

、
成

、
成

長
し

て
い

っ
た

。
長

し
て

い
っ

た
。


韓

国
の

大
手

企
業

の
ほ

と
ん

ど
が

、
現

在
、

韓
国

の
大

手
企

業
の

ほ
と

ん
ど

が
、

現
在

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
プ

ロ
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
バ

イ
ダ

ー
と

し
て

国
際

事
業

に
挑

ん
で

い
る

。
と

し
て

国
際

事
業

に
挑

ん
で

い
る

。

出
典

：
第

２
回

建
設

業
等

の
国

際
展

開
支

援
フ

ォ
ー

ラ
ム

草
柳

委
員

提
出

資
料

参
考

資
料

１
３
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(1
) 
我

が
国

が
優

位
性

を
持

つ
建

設
技

術
の

確
認


例

え
ば

耐
震

技
術

な
ど

は
日

本
の

建
設

技
術

の
中

で
優

位
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

と
思

う
が

、
そ

の
よ

う
な

技
術

を
ど

の
よ

う
な

市
場

で
ど

の
よ

う
な

形
で

浸
透

を
図

っ
て

い
け

る
の

か
に

つ
い

て
、

分
析

を
行

う
必

要
が

あ
る

の
で

は
な

い
か

。


建

設
技

術
の

売
込

み
に

関
す

る
催

し
を

実
施

す
る

際
に

進
出

先
政

府
の

要
人

を
招

待
す

る
場

合
な

ど
は

、
日

本
政

府
機

関
の

紹
介

が
あ

れ
ば

相
手

に
与

え
る

印
象

は
ま

っ
た

く
異

な
る

も
の

に
な

る
。

欧
米

で
は

官
民

が
一

体
と

な
っ

て
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
推

進
を

行
っ

て
い

く
こ

と
が

一
般

的
な

の
で

、
そ

の
よ

う
な

取
組

み
を

お
願

い
し

た
い

。

日
本

の
建

設
業

の
国

際
展

開
が
進

ま
な
い
理

由
日

本
の
建

設
業

の
国

際
展

開
が
進

ま
な
い
理

由

有
識

者
等

ヒ
ア
リ
ン
グ
（
本

年
７
月

～
９
月

）
で
の
コ
メ
ン
ト
例

～
項

目
別

の
整

理
～

(2
) 
海

外
建

設
事

業
に

お
け

る
収

益
性

の
向

上
や

そ
の

円
滑

な
実

施
を

妨
げ

る
障

害
の

除
去


高

い
技

術
力

を
活

か
し

て
事

業
展

開
を

行
っ

て
赤

字
と

い
う

の
は

ビ
ジ

ネ
ス

と
し

て
成

立
し

得
な

い
。

海
外

展
開

を
進

め
る

の
で

あ
れ

ば
、

海
外

建
設

事
業

自
体

で
相

応
の

利
益

を
出

せ
る

経
営

に
し

て
い

く
必

要
。


現

地
で

工
事

代
金

の
支

払
い

が
な

か
な

か
行

わ
れ

な
い

（
ひ

ど
い

場
合

は
踏

み
倒

し
）な

ど
の

ケ
ー

ス
に

た
び

た
び

遭
遇

し
て

い
る

。
特

に
初

め
て

進
出

し
た

国
で

の
失

敗
な

ど
が

海
外

事
業

全
体

の
利

益
率

を
押

し
下

げ
て

い
る

。


途

上
国

で
は

、
発

注
者

側
が

対
応

す
べ

き
事

業
用

地
の

確
保

や
埋

設
物

等
の

移
設

の
遅

れ
、

契
約

に
規

定
の

な
い

検
査

や
資

料
の

要
求

が
頻

繁
に

発
生

し
て

い
る

。
ま

た
、

発
注

者
側

の
判

断
能

力
が

欠
如

し
て

い
る

例
も

多
く
、

工
事

施
工

中
に

明
ら

か
に

な
っ

た
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
設

計
の

変
更

等
に

当
た

り
、

多
大

な
労

力
を

要
す

る
な

ど
、

受
注

者
側

に
と

っ
て

は
大

き
な

リ
ス

ク
と

な
っ

て
い

る
。


海

外
事

業
展

開
に

と
っ

て
極

め
て

重
要

な
契

約
関

係
の

知
識

が
日

本
の

技
術

者
に

は
ま

だ
不

足
し

て
い

る
。


日

本
企

業
の

市
場

進
出

を
容

易
に

し
、

そ
の

後
の

優
位

性
を

確
保

す
る

に
は

b
u
ilt

 o
f 

st
an

da
rd

 の
問

題
は

極
め

て
重

要
。

日
本

の
技

術
基

準
の

浸
透

に
つ

い
て

は
、

国
が

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

取
っ

て
進

め
て

欲
し

い
。

参
考

資
料
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(4
) 
国

際
建

設
市

場
に

対
応

す
る

人
材

の
確

保


新
規

採
用

の
減

少
、

ア
ジ

ア
通

貨
危

機
後

の
海

外
部

門
縮

小
の

影
響

に
よ

り
、

海
外

事
業

展
開

に
従

事
す

る
た

め
の

日
本

人
技

術
者

が
不

足
し

て
い

る
（発

注
量

が
安

定
し

て
い

な
け

れ
ば

海
外

に
技

術
者

を
抱

え
ら

れ
な

い
、

国
内

で
優

秀
な

技
術

者
で

も
海

外
で

活
躍

で
き

る
と

は
限

ら
な

い
な

ど
が

そ
の

理
由

）。


中

近
東

の
建

設
ラ

ッ
シ

ュ
に

よ
り

、
各

地
の

現
地

で
の

良
質

な
労

働
力

の
確

保
に

苦
慮

し
て

い
る

。


留

学
生

等
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

が
存

在
し

て
い

な
い

。
人

材
を

有
効

活
用

を
す

る
戦

略
を

考
え

る
べ

き
で

は
な

い
か

。


日

系
ゼ

ネ
コ

ン
が

抱
え

る
問

題
点

の
一

つ
は

、
海

外
事

業
に

係
る

人
材

確
保

・労
務

管
理

が
的

確
に

で
き

て
い

な
い

こ
と

。
そ

の
た

め
の

リ
ソ

ー
ス

が
不

足
し

て
い

る
現

況
に

あ
っ

て
は

、
現

地
企

業
の

買
収

や
ア

ラ
イ

ア
ン

ス
を

行
っ

て
い

く
こ

と
が

不
可

欠
。

日
本

の
建

設
業

の
国

際
展

開
が
進

ま
な
い
理

由
日

本
の
建

設
業

の
国

際
展

開
が
進

ま
な
い
理

由

(3
) 

業
務

の
幅

を
拡

げ
る

よ
う

な
新

し
い

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
の

創
造


「
施

工
」
で

上
げ

ら
れ

る
利

益
は

限
ら

れ
て

い
る

。
自

ら
が

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
と

な
る

よ
う

な
事

業
を

展
開

し
、

利
益

率
を

高
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

。


欧

米
の

建
設

企
業

は
Ｃ

Ｍ
ビ

ジ
ネ

ス
を

盛
ん

に
行

っ
て

い
る

。
日

本
の

建
設

企
業

に
も

そ
の

よ
う

な
ノ

ウ
ハ

ウ
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
の

で
、

欧
米

と
同

様
に

Ｃ
Ｍ

ビ
ジ

ネ
ス

を
も

っ
と

強
化

す
べ

き
と

考
え

て
い

る
が

、
実

際
に

は
そ

れ
が

進
ん

で
い

な
い

。


途

上
国

の
イ

ン
フ

ラ
需

要
は

確
か

に
存

在
す

る
が

、
工

事
そ

の
も

の
で

あ
れ

ば
中

進
国

の
建

設
企

業
で

も
対

応
で

き
る

場
合

が
多

い
。

先
進

国
に

求
め

ら
れ

て
い

る
の

は
、

イ
ン

フ
ラ

に
関

す
る

制
度

や
市

場
づ

く
り

に
関

す
る

ノ
ウ

ハ
ウ

の
提

供
で

あ
る

。

(5
) 
意

欲
と

能
力

の
あ

る
専

門
・
地

方
・
中

小
建

設
企

業
の

海
外

進
出

の
促

進


市
場

と
し

て
有

望
そ

う
で

あ
っ

て
も

、
進

出
先

の
国

に
つ

い
て

基
礎

情
報

が
わ

か
ら

な
け

れ
ば

リ
ス

ク
が

怖
く
て

な
か

な
か

手
が

出
せ

な
い

と
こ

ろ
が

あ
る

。


中

小
建

設
企

業
に

海
外

業
務

を
こ

な
せ

る
よ

う
な

人
材

は
ほ

と
ん

ど
い

な
い

。
必

要
な

時
に

経
営

者
の

傍
に

い
て

的
確

な
助

言
を

で
き

る
よ

う
な

者
を

持
て

る
よ

う
に

す
る

仕
組

み
づ

く
り

が
必

要
。

参
考

資
料

１
４

-②

- 42 -



今
後

有
望

な
建

設
市

場
今

後
有

望
な
建

設
市

場

海
外

に
進

出
し

て
い

る
建

設
企

業
に

対
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

に
よ

れ
ば

、
今

後
有

望
な

建
設

市
場

と
し

て
、

ア
ジ

ア
や

中
東

を
挙

げ
る

も
の

が
多

か
っ

た
。

有
望

視
す

る
主

な
理

由

＜
ア

ジ
ア

＞
イ

ン
フ

ラ
の

需
要

、
日

系
投

資
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

出
件

、
Ｏ

Ｄ
Ａ

へ
の

期
待

、
政

治
・
経

済
成

長
の

安
定

性
等

＜
中

東
＞

豊
富

な
オ

イ
ル

を
有

す
る

資
源

大
国

、
大

型
案

件
が

計
画

さ
れ

た
過

去
の

成
長

経
緯

等

＜
ア

フ
リ

カ
＞

イ
ン

フ
ラ

整
備

の
旺

盛
な

需
要

、
Ｔ

ＩＣ
Ａ

Ｄ
Ⅳ

を
契

機
と

す
る

我
が

国
Ｏ

Ｄ
Ａ

供
与

の
増

加
等

出
典

：
（
社

）
海

外
建

設
協

会
調

べ

中
東

, 
1
6
%

南
米

, 
3
%

東
欧

, 
1
%

オ
セ

ア
ニ

ア
, 
4
%

ア
フ

リ
カ

, 
1
2
%米

国
, 
6
%

ア
ジ

ア
, 
5
8
%
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海
外

展
開

が
期

待
さ
れ

る
環

境
技

術
海

外
展

開
が
期

待
さ
れ

る
環

境
技

術

建
築

環
境

総
合

性
能

評
価

シ
ス

テ
ム

（
Ｃ

Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｅ

Ｅ
）

下
水

汚
泥

の
有

効
利

用
下

水
汚

泥
か

ら
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
発

電

脱
水

汚
泥

焼
却

灰

下
水

汚
泥

か
ら

の
資

源
回

収

下
水

処
理

工
程

有
効
利
用

住
宅

・
建

築
物

の
居

住
性

（
室

内
環

境
）
の

向
上

と
地

球
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

等
を

、
総

合
的

な
環

境
性

能
と

し
て

一
体

的
に

評
価

を
行

い
、

評
価

結
果

を
分

か
り

易
い

指
標

と
し

て
示

す
シ

ス
テ

ム

住
宅

・
建

築
物

の
居

住
性

（
室

内
環

境
）
の

向
上

と
地

球
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

等
を

、
総

合
的

な
環

境
性

能
と

し
て

一
体

的
に

評
価

を
行

い
、

評
価

結
果

を
分

か
り

易
い

指
標

と
し

て
示

す
シ

ス
テ

ム

参
考

資
料
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欧
米

主
要

建
設

企
業

の
海

外
展

開
戦

略
欧

米
主

要
建

設
企

業
の
海

外
展

開
戦

略

会
社

名
B

ou
yg

ue
s

V
in

ci
H

oc
ht

ie
f

S
ka

ns
ka

Le
nd

 L
ea

se
本

邦
建

設
会

社

主
た

る
市

場
本

国
中

心
本

国
中

心
米

・豪
州

周
辺

地
域

（欧
州

）
先

進
国

中
心

本
国

中
心

展
開

地
域

周
辺

地
域

（欧
州

）
周

辺
地

域
（欧

州
）

全
世

界
展

開
周

辺
地

域
（欧

州
）

先
進

国
中

心
周

辺
地

域
（ア

ジ
ア

）

北
米

プ
レ

ゼ
ン

ス
中

小
大

大
大

小

中
国

・イ
ン

ド
懐

疑
的

懐
疑

的
懐

疑
的

懐
疑

的
懐

疑
的

様
子

見

海
外

展
開

方
法

自
前

中
心

買
収

買
収

買
収

買
収

自
前

JV
/提

携
閉

鎖
的

閉
鎖

的
中

間
開

放
的

開
放

的
中

間

連
結

と
単

独
連

結
連

結
連

結
連

結
連

結
単

独
中

心

経
営

主
体

中
央

集
権

型
中

間
型

連
邦

型
連

邦
型

連
邦

型
中

央
集

権
型

子
会

社
位

置
付

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
一

体
型

事
業

拡
大

戦
略

異
業

種
建

設
周

辺
建

設
中

心
建

設
中

心
建

設
周

辺
建

設
受

注
拡

大

多
角

化
事

業
通

信
・メ

デ
ィ

ア
コ

ン
セ

ッ
シ

ョ
ン

開
発

・空
港

開
発

開
発

・不
動

産
遅

れ
て

い
る

多
角

化
事

業
エ

ネ
ル

ギ
ー

エ
ネ

ル
ギ

ー
P

FI
/P

P
P

P
FI

/P
P

P
P

FI
/P

P
P

多
角

化
対

応
人

材
部

門
間

異
動

中
心

部
門

間
異

動
中

心
部

門
間

異
動

中
心

部
門

間
異

動
中

心
部

門
間

異
動

中
心

部
門

間
異

動
中

心

重
要

な
経

営
資

源
従

業
員

従
業

員
従

業
員

従
業

員
従

業
員

従
業

員

建
設

部
門

外
部

機
関

連
携

外
部

機
関

連
携

外
部

機
関

連
携

外
部

機
関

連
携

記
述

無
内

部

組
織

本
社

ス
タ

ッ
フ

有
・

現
場

中
心

本
社

ス
タ

ッ
フ

有
・

現
場

中
心

記
述

無
中

央
研

究
所

そ
の

他
部

門
本

社
ス

タ
ッ

フ
有

・
道

路
中

心
道

路
中

心

本
社

計
上

費
用

13
7M

ユ
ー

ロ
（グ

ル
ー

プ
全

体
）

6.
5M

ユ
ー

ロ
（本

社
の

み
）

47
M

SE
K（

直
接

費
）

記
述

無
費

用
大

経
営

目
標

利
益

利
益

売
上

拡
大

か
ら

転
換

中
売

上
拡

大
か

ら
転

換
利

益
売

上
拡

大

設
計

と
施

工
設

計
施

工
中

心
設

計
施

工
中

心
設

計
施

工
中

心
設

計
施

工
中

心
設

計
施

工
中

心
施

工
中

心

業
績

高
収

益
高

収
益

低
収

益
高

収
益

高
収

益
低

収
益

研 究 開 発地 域 戦 略 経 営 管 理

＜
欧

米
主

要
建

設
会

社
の

特
徴

一
覧

＞

出
典

：
「
平

成
１

８
年

度
欧

米
主

要
建

設
会

社
の

海
外

展
開

戦
略

等
に

関
す

る
調

査
報

告
書

」
（
国

土
交

通
省

の
委

託
に

よ
り

（
財

）
建

設
経

済
研

究
所

が
調

査
を

実
施

・
と

り
ま

と
め

）

参
考
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我
が
国

建
設

業
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
強

化
策

我
が
国

建
設

業
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
強

化
策

日
マ

レ
ー

シ
ア

建
設

会
議

（
Ｃ

Ｄ
Ｍ

セ
ミ

ナ
ー

）
０

８
年

２
月

２
７

日

建
設

産
業

ノ
ウ

ハ
ウ

移
転

促
進

セ
ミ

ナ
ー

（
ス

リ
ラ

ン
カ

）

０
８

年
３

月
１

７
日

日
カ

ン
ボ

ジ
ア

建
設

会
議

０
８

年
３

月
２

０
日

日
ベ

ト
ナ

ム
建

設
会

議
０

８
年

１
０

月
８

日

日
・
ミ

ク
ロ

ネ
シ

ア
建

設
会

議
（
島

嶼
国

セ
ミ

ナ
ー

）
０

９
年

３
月

４
日

日
・
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
建

設
会

議
（
Ｃ

Ｄ
Ｍ

セ
ミ

ナ
ー

）
０

９
年

２
月

２
５

日

建
設

交
流

会
議

・
Ｃ

Ｄ
Ｍ

セ
ミ

ナ
ー

を
開

催
（
主

な
実

績
）

日
マ

レ
ー

シ
ア

会
議

の
様

子

２
０

０
８

年
４

月
７

日
～

１
０

日
ド

バ
イ

で
の

ト
ッ

プ
セ

ー
ル

ス

国
際

見
本

市
（
カ

タ
ー

ル
）
に

出
展

し
日

本
の

技
術

力
を

世
界

に
ア

ピ
ー

ル

２
０

０
８

年
１

０
月

８
日

ベ
ト

ナ
ム

で
の

ト
ッ

プ
セ

ー
ル

ス

海
外

で
開

催
さ

れ
る

国
際

見
本

市
に

お
い

て
、

我
が

国
建

設
業

の
技

術
や

施
工

実
績

等
を

紹
介

す
る

と
と

も
に

、
閣

僚
等

に
よ

る
ト

ッ
プ

セ
ー

ル
ス

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
進

出
国

の
政

府
高

官
や

地
元

関
連

業
界

等
に

対
し

て
、

我
が

国
建

設
業

の
優

れ
た

技
術

力
や

ノ
ウ

ハ
ウ

を
幅

広
く
認

知
さ

せ
る

こ
と

を
通

じ
て

、
我

が
国

建
設

業
の

プ
レ

ゼ
ン

ス
強

化
を

図
っ

て
い

る
。

国
際

見
本

市
等

の
機

会
を
活

用
し
た
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
の
実

施
国

際
見

本
市

等
の
機

会
を
活

用
し
た
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
の
実

施
建
設
交
流
会
議
等
の
開
催

建
設
交
流
会
議
等
の
開
催

外
国

と
の

建
設

分
野

に
お

け
る

交
流

を
推

進
し

、
両

国
政

府
間

、
建

設
会

社
間

の
相

互
理

解
の

増
進

や
、

協
働

関
係

の
構

築
を

図
る

こ
と

を
目

的
に

、
セ

ミ
ナ

ー
、

ビ
ジ

ネ
ス

・
マ

ッ
チ

ン
グ

等
か

ら
構

成
さ

れ
る

二
国

間
会

議
を

開
催

。

参
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海
外

建
設

工
事

等
に

必
要

な
技

術
や

ノ
ウ

ハ
ウ

を
有

す
る

人
材

の
安

定
的

な
確

保
が

必
要

・
海

外
建

設
市

場
は

、
ア

ジ
ア

、
中

東
等

の
大

き
な

イ
ン

フ
ラ

需
要

等
を

背
景

に
拡

大
し

て
い

る
。

（
0
7
年

度
は

２
年

連
続

過
去

最
高

額
を

更
新

、
約

1
.7

兆
円

を
記

録
）

我
が

国
建

設
業

の
国

際
競

争
力

の
強

化
を

推
進

地
方

・中
小

企
業

の
海

外
進

出
支

援
J
A

P
A

N
建

設
ブ

ラ
ン

ド
の

普
及

へ
の

支
援

○
・

基
本

方
針

2
0
0
8
や

経
済

成
長

戦
略

大
綱

に
お

い
て

、
建

設
業

に
つ

い
て

、
国

際
展

開
を

支
援

し
、

国
際

競
争

力
の

あ
る

成
長

分
野

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

建
設

業
の

国
際

展
開

へ
の

人
材

確
保

支
援

J
A

P
A

N
建

設
ブ

ラ
ン

ド
の

普
及

に
よ

る
我

が
国

建
設

業
の

プ
レ

ゼ
ン

ス
強

化
が

重
要

海
外

ビ
ジ

ネ
ス

の
ノ

ウ
ハ

ウ
等

が
不

足
す

る
地

方
・中

小
建

設
企

業
を

支
援

が
必

要

建
設

業
に

お
け

る
海

外
マ

ー
ケ

ッ
ト

の
持

続
的

な
拡

大
を

受
け

、
基

本
方

針
２

０
０

８
等

を
踏

ま
え

て
、

建
設

業
を

国
際

競
争

力
あ

る
成

長
分

野
と

す
べ

く
、

我
が

国
建

設
業

の
国

際
展

開
へ

の
支

援
を

抜
本

的
に

強
化

す
る

。

メメ
ーー

ドド
イイ

ンン
ジジ

ャャ
パパ

ンン
戦戦

略略
展展

開開
のの

必必
要要

性性
海海

外外
建建

設設
市市

場場
のの

重重
要要

性性

我
が

国
建

設
業

の
国

際
展

開
に

は
、

技
術

力
や

高
品

質
・
工

程
管

理
等

の
強

み
や

国
内

外
の

施
工

実
績

を
、

進
出

国
の

政
府

高
官

や
将

来
の

発
注

者
や

地
元

関
連

業
界

等
に

対
し

て
幅

広
く
認

知
さ

せ
る

こ
と

が
必

要

・
ト

ッ
プ

セ
ー

ル
ス

の
実

施

・
官

民
合

同
ミ

ッ
シ

ョ
ン

の
派

遣

・
国

際
見

本
市

へ
の

参
加

等

プ
レ

ゼ
ン

ス
強

化
策

の
実

施

国
内

市
場

の
縮

小
に

伴
い

、
我

が
国

の
地

方
・
中

小
建

設
企

業
は

体
質

強
化

が
急

務
。

こ
う

し
た

中
で

、
自

社
の

保
有

す
る

優
れ

た
建

設
技

術
を

活
か

し
た

海
外

進
出

も
重

要
な

選
択

肢
で

あ
る

が
、

海
外

ビ
ジ

ネ
ス

の
ノ

ウ
ハ

ウ
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

等
が

な
い

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

実
現

は
容

易
で

は
な

い

・
「
海

外
進

出
ビ

ジ
ョ

ン
・
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
の

作
成

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
情

報
の

収
集

・
海

外
の

発
注

者
等

と
の

ﾋ
ﾞｼ

ﾞﾈ
ｽ

ﾏ
ｯ
ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞ

等

海
外

進
出

支
援

策
の

実
施

海
外

建
設

市
場

に
お

け
る

安
定

的
な

事
業

の
実

施
は

、
我

が
国

に
お

い
て

長
年

に
わ

た
っ

て
蓄

積
さ

れ
て

き
た

施
工

等
に

関
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
を

熟
知

す
る

と
と

も
に

、
現

地
の

事
情

に
も

精
通

し
た

優
秀

な
人

材
な

し
に

は
困

難
だ

が
、

そ
の

確
保

は
容

易
で

は
な

い

・
帰

国
す

る
在

日
外

国
人

研
修

生
等

・
豊

富
な

経
験

・
知

見
を

持
つ

海
外

建
設

事
業

従
事

者
Ｏ

Ｂ

を
登

録
・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

「
海

外
人

材
情

報
プ

ラ
ザ

」
の

設
置

我
が
国

建
設

業
の
国

際
競

争
力

強
化

我
が
国

建
設

業
の
国

際
競

争
力

強
化

（平
成

（平
成

2121
年
度
予
算
・拡

充
事
項
）

年
度
予
算
・拡

充
事
項
）

参
考
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Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
案

件
形

成
（
例

）
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
案

件
形

成
（
例

）

建
設

分
野

の
Ｏ

Ｄ
Ａ

と
し

て
有

望
な

案
件

に
つ

い
て

、
途

上
国

政
府

と
の

政
策

対
話

等
を

通
じ

て
、

Ｓ
Ｔ

Ｅ
Ｐ

等
わ

が
国

建
設

企
業

に
優

位
性

の
あ

る
優

良
な

案
件

の
要

請
に

結
び

つ
け

る
。

【
ベ

ト
ナ

ム
バ

イ
チ

ャ
イ

橋
建

設
事

業
】

・
バ

イ
チ

ャ
イ

湾
の

入
口

の
ク

ア
ラ

ッ
ク

海
峡

に
全

長
約

9
0
0
m

、
幅

員
約

25
m

（4
車

線
）の

新
橋

及
び

ア
プ

ロ
ー

チ
道

路
を

建
設

。
（2

00
3年

着
工

～
20

06
年

完
成

）

・事
前

調
査

団
の

派
遣

、
先

方
政

府
と

の
政

策
対

話
等

を
通

し
て

、
本

邦
技

術
（長

大
橋

）を
活

用
し

た
特

別
円

借
款

案
件

と
し

て
案

件
を

形
成

、
わ

が
国

企
業

の
事

業
参

加
機

会
の

拡
大

に
貢

献
。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
等
わ
が
国
建
設
企
業
に
技
術
優
位
性
の
あ
る
案
件
形
成
の
促
進

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
等
わ
が
国
建
設
企
業
に
技
術
優
位
性
の
あ
る
案
件
形
成
の
促
進

途
上

国
か
ら
の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
等

の
要

請
途

上
国

か
ら
の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
等

の
要

請

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
具

体
化

現
地

状
況

の
把

握

関
連

機
関

の
動

向
把

握

わ
が

国
支

援
策

の
紹

介対
象

国
ニ

ー
ズ

の
把

握

対
象

国
ニ

ー
ズ

の
把

握

途
上

国
政

府
機

関

日
本

大
使

館

Ｊ
ＩＣ

Ａ
専

門
家

海
外

進
出

企
業

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
等

案
件

形
成

の
促

進
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
等

案
件

形
成

の
促

進

本
邦

技
術

活
用

の
働

き
か

け

ト
ッ

プ
セ

ー
ル

ス

官
民

連
携

に
よ

る
セ

ミ
ナ

ー

政
府

高
官

招
聘

政
府

間
で

の
政

策
対

話

外
務

省
・
Ｊ
ＩＣ

Ａ
等

と
連

携

長
大

橋
建

設
、

軟
弱

地
盤

で
の

施
工

な
ど

、
わ

が
国

建
設

企
業

に
優

位
性

の
あ

る
Ｓ

Ｔ
Ｅ

Ｐ
案

件
を

形
成

。

参
考
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官
民
連
携
に
よ
る
政
策
対
話
や
現
地
実
証
活
動
等
を
通
じ
、
開
発
途
上
国
・
新
興
国
等
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
建

設
技
術
基
準
等
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
を
図
り
、
本
邦
企
業
の
有
す
る
関
連
技
術
の
進
出
を
支
援
。

≪
想
定
対
象
分
野
／
国
・
地
域
≫

◆
Ｉ

Ｔ
Ｓ

・
Ｅ

Ｔ
Ｃ

分
野

（
マ

レ
ー

シ
ア

、
ベ

ト
ナ

ム
、

そ
の

他
東

南
ア

ジ
ア

諸
国

等
）

高
速

道
路

整
備

の
展

開
、

都
市

化
進

展
等

に
よ

る
都

市
交

通
問

題
解

決
の

た
め

の
ニ

ー
ズ

が
高

い
国

・
地

域
政

府
：

Ｉ
Ｔ

Ｓ
政

策
・

基
準

，
民

間
企

業
：

Ｅ
Ｔ

Ｃ
等

個
別

機
材

◆
水

資
源

分
野

（
モ

ン
ゴ

ル
、

ト
ル

コ
、

そ
の

他
中

東
諸

国
等

）
渇

水
被

害
が

深
刻

化
し

て
お

り
、

再
利

用
も

含
め

た
水

資
源

の
有

効
活

用
へ

の
ニ

ー
ズ

が
高

い
国

・
地

域
政

府
：

ダ
ム

・
貯

水
池

、
下

水
処

理
施

設
の

計
画

・
運

営
技

術
，

民
間

企
業

：
処

理
膜

、
脱

水
機

等
、

個
別

施
設

◆
建

築
物

耐
震

・
環

境
分

野
（

南
西

ア
ジ

ア
、

南
米

太
平

洋
岸

諸
国

等
）

大
規

模
民

間
企

業
建

築
物

等
に

お
け

る
耐

震
化

や
建

築
物

の
環

境
配

慮
ニ

ー
ズ

が
高

い
国

・
地

域
政

府
：

耐
震

基
準

，
Ｃ

Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｅ

Ｅ
民

間
企

業
：

耐
震

・
制

震
・

免
震

技
術

、
環

境
設

計
技

術
等

◆
そ

の
他

構
造

物
・

土
工

等
分

野
旧

宗
主

国
の

技
術

基
準

等
が

硬
直

的
に

流
用

さ
れ

て
い

る
国

・
地

域

①
政

策
対

話
等

を
通

じ
、

わ
が

国
の

技
術

基
準

等
の

優
位

性
に

対
す

る
先

方
政

府
及

び
関

係
機

関
の

認
知

を
高

め
る

。
②

相
手

国
の

技
術

基
準

等
の

整
備

を
支

援
し

て
、

本
邦

技
術

基
準

等
の

相
手

国
に

お
け

る
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
化

を
促

進
す

る
。

【
施
策
】

わ
が
国

の
建

設
技

術
基

準
等

の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化

に
よ
る
関

連
技

術
の
海

外
展

開
促

進
わ

が
国

の
建

設
技

術
基

準
等

の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化

に
よ
る
関

連
技

術
の
海

外
展

開
促

進

開
発

途
上

国
や

新
興

国
等

で
は

技
術

基
準

等
の

整
備

状
況

が
十

分
で

は
な

く
、

新
分

野
の

技
術

を
受

け
入

れ
る

根
拠

と
な

る
基

準
が

な
い

、
旧

宗
主

国
の

基
準

等
が

流
用

さ
れ

て
い

る
等

の
理

由
に

よ
り

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

段
階

で
非

合
理

的
・

非
効

率
的

対
応

を
迫

ら
れ

る
ケ

ー
ス

が
あ

り
、

本
邦

企
業

の
海

外
技

術
展

開
の

支
障

。

【
現
状
】

・
官

民
連

携
に

よ
り

、
売

り
込

み
対

象
国

（
地

域
）

の
選

定
、

戦
略

の
検

討
（

国
内

官
民

協
議

会
）

・
基

準
類

と
こ

れ
に

関
連

す
る

具
体

技
術

の
相

手
国

へ
の

売
り

込
み

の
た

め
の

政
府

間
政

策
対

話
等

の
実

施
・

わ
が

国
の

基
準

等
の

受
入

れ
促

進
、

わ
が

国
の

基
準

等
を

ベ
ー

ス
と

し
た

相
手

国
の

基
準

等
の

整
備

支
援

・
相

手
国

内
で

の
官

民
合

同
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

具
体

的
ｱ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ
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・
第

三
国

や
現

地
企

業
に

劣
後

し
な

い
待

遇
の

付
与

（
最

恵
国

待
遇

、
内

国
民

待
遇

）
・
政

府
が

外
国

企
業

に
負

っ
た

約
束

の
遵

守
(ア

ン
ブ

レ
ラ

条
項

）
・
投

資
家

及
び

投
資

財
産

に
対

し
、

公
正

（
fa

ir
）
で

衡
平

（
e
qu

it
ab

le
）
な

待
遇

を
付

与
・
投

資
活

動
に

対
す

る
特

定
措

置
の

禁
止

（
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

要
求

の
禁

止
）

・
収

用
の

制
限

と
適

切
な

補
償

・
資

金
の

移
転

の
自

由
・
相

手
国

政
府

と
の

仲
裁

・
調

停
手

続
き

の
確

保
等

締
約

国
の

投
資

協
定

義
務

違
反

に
よ

り
投

資
家

が
損

害
を

受
け

た
場

合
、

ＩＣ
Ｓ

ＩＤ
（
投

資
紛

争
解

決
国

際

セ
ン

タ
ー

）
な

ど
の

国
際

的
な

紛
争

仲
裁

手
続

き
に

則
っ

て
仲

裁
・
調

停
を

付
託

で
き

る
。

※
協

定
に

よ
っ

て
規

定
さ

れ
る

内
容

は
異

な
る

。

投
資

協
定

と
は

、
海

外
に

投
資

し
た

企
業

(投
資

家
)や

投
資

財
産

の
保

護
と

円
滑

化
に

加
え

、
投

資
規

制
を

明
確

に
し

て
予

見
可

能
性

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

投
資

す
る

際
の

リ
ス

ク
を

減
ら

す
こ

と
を

目
的

と
し

た
国

際
約

束
の

こ
と

。
協

定
違

反
が

あ
っ

た
場

合
は

、
投

資
家

が
相

手
国

政
府

を
仲

裁
に

訴
え

る
こ

と
が

可
能

。

投
資

協
定

の
仕

組
み

の
概

要
投

資
協

定
の
仕

組
み

の
概

要

経
済

産
業

省
『
投

資
協

定
の

現
状

と
今

後
の

進
め

方
』
よ

り
作

成

協
定

に
よ

っ
て

差
は

あ
る

が
、

通
常

、
以

下
が

含
ま

れ
る

。
－

子
会

社
、

工
場

、
事

業
所

等
の

直
接

投
資

－
プ

ラ
ン

ト
建

設
、

コ
ン

セ
ッ

シ
ョ

ン
な

ど
の

契
約

－
現

地
企

業
の

株
式

・
債

券
・
貸

付
金

な
ど

の
に

基
づ

く
権

利
金

融
資

産
に

基
づ

く
権

利
－

知
的

財
産

権
等

投
資

協
定

の
主

な
ル

ー
ル

対
象

と
な

る
投

資
財

産

参
考

資
料

２
２
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・
価

格
競

争
力

の
高

い
新

興
国

の
台

頭
に

よ
り

、
海

外
建

設
工

事
の

受
注

に
向

け
た

競
争

が
激

化
す

る
中

、
官

民
連

携
に

よ
り

技
術

力
の

一
層

の
強

化
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

た
め

、
海

外
建

設
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

係
る

施
工

技
術

、
施

工
管

理
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
相

談
窓

口
と

し
て

『
海

外
建

設
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
』
を

平
成

２
１

年
５

月
に

開
設

。
相

手
国

政
府

・
発

注
機

関
へ

の
働

き
か

け
や

、
専

門
家

の
紹

介
等

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
。 大

学
・土

木
学

会
国

総
研

・土
研

等
研

究
機

関
高

速
道

路
会

社
等

関
連

機
関

本
邦

研
修

・留
学

経
験

者
等

相
手

国
政

府
・発

注
機

関

依
頼

相
手
国
政

府
・発

注
機
関

へ
の
働

き
か
け

専
門
家

の
紹

介

海
建

協
国

建
協

依
頼

大
使

館
現

地
Ｊ
ＩＣ

Ａ

外
務

本
省

Ｊ
ＩＣ

Ａ

国
交

省
海

建
協

国
建

協
技

術
的

ア
ド

バ
イ

ス

問
題

事
象

の
精

査
（原

因
分

析
等

）
国

内
発

注
機

関
と

し
て

ノ
ウ

ハ
ウ

活
用

国
土

交
通

省

施
工

技
術

、
施

工
管

理
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
課

題

海
外
建
設
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

問
題

解
決

へ
の

働
き

か
け

政
策

対
話

個
別

技
術

協
力

等
本

邦
企

業
（建

設
会

社
・コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

）

海
外

建
設

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
設

置
海

外
建

設
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
設

置
参

考
資

料
２

３
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地
方

公
共

団
体

に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
方

式
の
推

進
に
係

る
今

後
の
検

討
体

制

継
続

的
に

活
動

Ｃ
Ｍ
方

式
導

入
効

果
の
整

理
•定

量
分

析
の

方
向

性
（
第

２
回

）
地

方
公

共
団

体
へ

の
Ｐ

Ｒ

Ｃ
Ｍ
フ
ィ
ー
の
設

定
の
あ
り
方

・
リ

ス
ク

分
担

に
見

合
っ

た
フ

ィ
ー

の
設

定

Ｃ
Ｍ
標

準
約

款
・
保

険

Ｃ
Ｍ
の
制

度
的

検
討

・
リ

ス
ク

分
担

の
検

討
、

そ
の

結
果

を
踏

ま
え

た
保

険
の

整
備

等

Ｃ
Ｍ

方
式

の
契

約
の

あ
り

方
に

関
す

る
研

究
会

（
20

.1
1設

置
）

成
果

を
と

り
ま

と
め

成
果

を
と

り
ま

と
め

各
発

注
者

に
お

い
て

活
用

各
発

注
者

に
お

い
て

活
用

制
度

化

Ｃ
Ｍ

の
制

度
的

枠
組

み
に

関
す

る
検

討
会

（
仮

称
）

成
果

を
と

り
ま

と
め

２
０
年

度
２
１
年

度
２
２
年

度
以

降

•効
果

分
析

の
方

向
性

（
第

３
回

）
•効

果
分

析
の

方
向

性
を

踏
ま

え
た

分
析

手
法

の
提

示
（
第

４
回

～
）

１
９
年

度

発
注

体
制

に
係

る
実

態
調

査
•

調
査

内
容

を
議

論
（
第

１
回

）
•

成
果

を
報

告
（
第

２
回

）

地
方

公
共

団
体

へ
の

Ｐ
Ｒ

Ｃ
Ｍ
方

式
活

用
協

議
会

第
1
回

(1
9
.1

1
) 

: 
活

動
方

針
案

・
モ

デ
ル

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

支
援

等
・
実

態
調

査
の

実
施

・
導

入
効

果
検

証
(指

摘
事

項
)

第
2
回

(2
0
.3

) 
: 
検

討
課

題
案

・
フ

ィ
ー

、
約

款
・
保

険
、

制
度

的
検

討

中
建

審
Ｗ
Ｇ

第
二

次
中

間
と
り
ま
と
め

（
１
９
．
３
）

・
Ｃ

Ｍ
方

式
等

多
様

な
発

注
方

式
の

活
用

・
協

議
会

の
設

置
・
モ

デ
ル

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

支
援

等

１
８
年

度

第
３

回
(2

0
.7

) 
: 
検

討
体

制
案

・
フ

ィ
ー

、
約

款
・
保

険
に

係
る

検
討

体
制

・
制

度
的

検
討

に
係

る
検

討
体

制

モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支

援
•
継

続
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

支
援

•
追

加
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

支
援

(2
0
.7

～
)

•
モ

デ
ル

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
支

援
等

（
１

９
．

１
０

～
）

継
続

的
に

支
援

・
上

記
成

果
を

踏
ま

え
た

検
討

Ｃ
Ｍ

方
式

活
用

協
議

会
の

下
に

実
務

的
な

検
討

体
制

を
整

備

出
典

：
第

３
回

「
C

M
方

式
活

用
協

議
会

資
料

」
資

料

参
考

資
料

２
４
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イ
ン
フ
ラ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
事

業
の
推

進
イ
ン
フ
ラ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
事

業
の
推

進
◆

我
が

国
の

官
民

が
一

体
と

な
っ

て
、

海
外

に
お

け
る

Ｐ
Ｐ

Ｐ
イ

ン
フ

ラ
整

備
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を

推
進

し
て

い
く
た

め
に

、
官

民
が

具
体

的
な

議
論

、
情

報
・
意

見
交

換
を

行
う

場
と

し
て

官
民

研
究

会
を

設
置

（
Ｈ

２
０

．
９

）
（
ベ

ト
ナ

ム
（
道

路
）
、

モ
ン

ゴ
ル

（
水

資
源

）
）
。

◆
イ

ン
フ

ラ
分

野
の

計
画

、
整

備
、

運
営

・
維

持
・
管

理
等

に
係

る
わ

が
国

の
技

術
・
ノ

ウ
ハ

ウ
を

活
用

し
つ

つ
、

官
民

が
適

切
な

役
割

分
担

の
も

と
連

携
し

、
事

業
の

上
流

か
ら

下
流

ま
で

を
一

体
的

に
支

援
す

る
「
ジ

ャ
パ

ン
・
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
と

し
て

支
援

す
る

。

道
路
本

体
(橋

梁
､
ト
ン

ネ
ル
な

ど
)

※
都
市

部
や
山

岳
部
等
、

日
本
の

技
術
力

が
発
揮
で

き
る
地

域
を
対

象

SA
/P

A

交
通
管

制

ET
C
等

O & M

公
的

資
金

(O
D

A等
)

民
間

資
金

建
設

ベ
ト
ナ

ム
国

政
府
に
よ

る
収
入

保
証

ベ
ト

ナ
ム
国

政
府
に
よ
る

収
入

保
証

高
速

道
路

会
社

の
ノ

ウ
ハ

ウ
の
活

用

官
が

受
け
持
つ

部
分

民
(高

速
道

路
会
社

等
)が

受
け

持
つ
部

分

国
土

交
通
省

と
ベ
ト

ナ
ム

交
通
運

輸
省
の

間
の

政
策
対

話
等
に

よ
る

ジ
ャ
パ

ン
パ
ッ

ケ
ー

ジ
の
理

解
促
進

と
推

進

国
土

交
通
省
と

ベ
ト

ナ
ム

交
通
運
輸

省
の

間
の

政
策
対
話

等
に

よ
る

ジ
ャ
パ
ン

パ
ッ

ケ
ー

ジ
の
理
解

促
進

と
推

進

ベ
ト

ナ
ム
国

へ
の

本
邦

技
術
移

転
（

IT
S等

）

ベ
ト

ナ
ム
国

へ
の

本
邦

技
術
移
転

（
IT

S等
）

ST
EP

等
の

案
件

形
成

ST
E

P等
の

案
件
形

成

制
度

構
築
、
マ

ス
タ
ー
プ

ラ
ン

作
成

等
へ
の
技

術
協
力

（
専

門
家
派
遣

等
)

制
度

構
築
、

マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン

作
成

等
へ
の

技
術
協
力

（
専

門
家
派

遣
等
)

O
&

M
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成
等

へ
の

技
術

協
力
（

技
プ
ロ
、
専

門
家

派
遣

、
研
修

支
援
等
）

O
&

M
マ
ニ

ュ
ア
ル

作
成

等
へ
の

技
術

協
力
（
技

プ
ロ
、

専
門
家

派
遣

、
研
修
支

援
等
）

保
証
・

保
険

ツ
ー
ル
の

拡
充

・
強

化
(J

BI
C、

N
E

XI
等

）

保
証

・
保
険
ツ

ー
ル
の
拡

充
・

強
化

(J
BI

C、
N

EX
I等

）

高
速
道

路
会

社
を
中
核

と
し

た
技

術
ノ

ウ
ハ

ウ
移
転

高
速

道
路
会
社

を
中
核
と

し
た

技
術

ノ
ウ
ハ

ウ
移
転

￮
高

速
道

路
会

社
＋

民
間

資
金

￮
ベ
ト
ナ
ム

国
現

地
ゼ

ネ
コ

ン
、

事
業

運
営

会
社

等
と

の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ

形
成

O
&

M
初

期
期
間

を
含
む

融
資

O
&

M
初

期
期

間
を

含
む

融
資

①
政

策
対

話

②
有

償
協

力

③
技

術
協

力

④
民

間
の

ノ
ウ

ハ
ウ

・
資

金
の

活
用

一
般

利
用
者

一
般

利
用
者

施
策

の
連

携
に
よ

る
パ

ッ
ケ

ー
ジ

支
援

施
策

の
連

携
に
よ

る
パ

ッ
ケ

ー
ジ

支
援

関
連

制
度

、
計

画
、

整
備

、
維

持
管

理
へ

の
支
援

策
拡
充

関
連

制
度

、
計

画
、

整
備

、
維

持
管

理
へ

の
支

援
策
拡

充

有
償

協
力

と
技

術
有

償
協

力
と

技
術

協
力

の
連

携
に

よ
る

協
力

の
連

携
に

よ
る

Ｏ
＆

Ｍ
支

援
Ｏ

＆
Ｍ

支
援

コ
ン
サ

ル
、

ゼ
ネ
コ
ン

に
よ

る
Ｏ

Ｄ
Ａ

事
業

参
画
の
促

進
を

通
じ

た
技

術
移

転

コ
ン

サ
ル
、
ゼ

ネ
コ
ン
に

よ
る

Ｏ
Ｄ

Ａ
事
業
参

画
の
促
進

を
通

じ
た

技
術
移
転

料 金 支 払

道
路
本

体
(橋

梁
､
ト
ン

ネ
ル
な

ど
)

※
都
市

部
や
山

岳
部
等
、

日
本
の

技
術
力

が
発
揮
で

き
る
地

域
を
対

象

SA
/P

A

交
通
管

制

ET
C
等

O & M

公
的

資
金

(O
D

A等
)

民
間

資
金

建
設

ベ
ト
ナ

ム
国

政
府
に
よ

る
収
入

保
証

ベ
ト

ナ
ム
国

政
府
に
よ
る

収
入

保
証

高
速

道
路

会
社

の
ノ

ウ
ハ

ウ
の
活

用

官
が

受
け
持
つ

部
分

民
(高

速
道

路
会
社

等
)が

受
け

持
つ
部

分

国
土

交
通
省

と
ベ
ト

ナ
ム

交
通
運

輸
省
の

間
の

政
策
対

話
等
に

よ
る

ジ
ャ
パ

ン
パ
ッ

ケ
ー

ジ
の
理

解
促
進

と
推

進

国
土

交
通
省
と

ベ
ト

ナ
ム

交
通
運
輸

省
の

間
の

政
策
対
話

等
に

よ
る

ジ
ャ
パ
ン

パ
ッ

ケ
ー

ジ
の
理
解

促
進

と
推

進

ベ
ト

ナ
ム
国

へ
の

本
邦

技
術
移

転
（

IT
S等

）

ベ
ト

ナ
ム
国

へ
の

本
邦

技
術
移
転

（
IT

S等
）

ST
EP

等
の

案
件

形
成

ST
E

P等
の

案
件
形

成

制
度

構
築
、
マ

ス
タ
ー
プ

ラ
ン

作
成

等
へ
の
技

術
協
力

（
専

門
家
派
遣

等
)

制
度

構
築
、

マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン

作
成

等
へ
の

技
術
協
力

（
専

門
家
派

遣
等
)

O
&

M
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成
等

へ
の

技
術

協
力
（

技
プ
ロ
、
専

門
家

派
遣

、
研
修

支
援
等
）

O
&

M
マ
ニ

ュ
ア
ル

作
成

等
へ
の

技
術

協
力
（
技

プ
ロ
、

専
門
家

派
遣

、
研
修
支

援
等
）

保
証
・

保
険

ツ
ー
ル
の

拡
充

・
強

化
(J

BI
C、

N
E

XI
等

）

保
証

・
保
険
ツ

ー
ル
の
拡

充
・

強
化

(J
BI

C、
N

EX
I等

）

高
速
道

路
会

社
を
中
核

と
し

た
技

術
ノ

ウ
ハ

ウ
移
転

高
速

道
路
会
社

を
中
核
と

し
た

技
術

ノ
ウ
ハ

ウ
移
転

￮
高

速
道

路
会

社
＋

民
間

資
金

￮
ベ
ト
ナ
ム

国
現

地
ゼ

ネ
コ

ン
、

事
業

運
営

会
社

等
と

の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ

形
成

O
&

M
初

期
期
間

を
含
む

融
資

O
&

M
初

期
期

間
を

含
む

融
資

①
政

策
対

話

②
有

償
協

力

③
技

術
協

力

④
民

間
の

ノ
ウ

ハ
ウ

・
資

金
の

活
用

一
般

利
用
者

一
般

利
用
者

施
策

の
連

携
に
よ

る
パ

ッ
ケ

ー
ジ

支
援

施
策

の
連

携
に
よ

る
パ

ッ
ケ

ー
ジ

支
援

関
連

制
度

、
計

画
、

整
備

、
維

持
管

理
へ

の
支
援

策
拡
充

関
連

制
度

、
計

画
、

整
備

、
維

持
管

理
へ

の
支

援
策
拡

充

有
償

協
力

と
技

術
有

償
協

力
と

技
術

協
力

の
連

携
に

よ
る

協
力

の
連

携
に

よ
る

Ｏ
＆

Ｍ
支

援
Ｏ

＆
Ｍ

支
援

コ
ン
サ

ル
、

ゼ
ネ
コ
ン

に
よ

る
Ｏ

Ｄ
Ａ

事
業

参
画
の
促

進
を

通
じ

た
技

術
移

転

コ
ン

サ
ル
、
ゼ

ネ
コ
ン
に

よ
る

Ｏ
Ｄ

Ａ
事
業
参

画
の
促
進

を
通

じ
た

技
術
移
転

料 金 支 払

ジ
ャ
パ

ン
パ

ッ
ケ
ー
ジ
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
高

速
道

路
へ

の
支

援
（
想

定
）

ジ
ャ
パ

ン
パ

ッ
ケ
ー
ジ
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
高

速
道

路
へ

の
支

援
（
想

定
）

参
考

資
料

２
５
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海
外

業
務

実
施

の
た
め
の
体

制
の
整

備
海

外
業

務
実

施
の
た
め
の
体

制
の
整

備

0

1
0

2
0

3
0

4
0

製 造 業

卸 売 ・ 小 売 業

農 林 水 産 業

サ ー ビ ス 業

建 設 業

（
％

）

※
海

外
生

産
に

対
す

る
人

員
配

置
の

比
率

＝
海

外
人

員
配

置
比

率
／

海
外

生
産

比
率

※
海

外
生

産
比

率
（
％

）
＝

現
地

法
人

売
上

高
／

法
人

企
業

統
計

売
上

高
経

済
産

業
省

『
海

外
事

業
活

動
基

本
調

査
報

告
』
、

財
務

省
『
法

人
企

業
統

計
年

報
』
よ

り
作

成

0
.4

0

0
.6

0

0
.8

0

1
.0

0

1
.2

0

製 造 業

卸 売 ・ 小 売 業

農 林 水 産 業

サ ー ビ ス 業

建 設 業

※
海

外
人

員
配

置
比

率
（
％

）
＝

現
地

常
時

十
業

者
数

／
法

人
企

業
期

中
平

均
従

業
者

数
経

済
産

業
省

『
海

外
事

業
活

動
基

本
調

査
報

告
』
、

財
務

省
『
法

人
企

業
統

計
年

報
』
よ

り
作

成

他
産

業
と

比
較

し
て

、
建

設
業

で
は

海
外

へ
人

員
を

配
置

す
る

割
合

が
低

い
傾

向
が

あ
る

。

他
産

業
と

比
較

し
て

、
建

設
業

で
は

海
外

へ
人

員
を

配
置

す
る

割
合

が
低

い
傾

向
が

あ
る

。

海
外

人
員

配
置

比
率

海
外

生
産

に
対

す
る

人
員

配
置

の
比

率

参
考

資
料

２
６
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意
欲

と
能

力
の
あ
る
専

門
工

事
業

者
等

の
海

外
進

出
の
促

進
意

欲
と
能

力
の
あ
る
専

門
工

事
業

者
等

の
海

外
進

出
の
促

進

地
方

・
中

小
建

設
企

業
海

外
進

出
調

査
の

結
果

資
本

金
２

０
０

０
万

円
か

ら
５

億
円

の
企

業
、

８
４

０
社

か
ら

回
答

が
あ

っ
た

。
う

ち
３

０
社

（
約

３
．

６
％

）
が

海
外

工
事

の
請

負
実

績
が

あ
る

と
回

答
し

た
。

ま
た

、
う

ち
８

７
社

（
約

１
０

．
４

％
）
が

海
外

工
事

の
請

負
実

績
は

無
い

が
、

海
外

事
業

に
関

心
が

あ
る

と
回

答
し

た
。

８
７

社
３

社
５

社
４

社
８

社
１

６
社

１
２

社
２

４
社

１
５

社
海

外
工

事
の

請
負

実
績

は
無

い
が

、
海

外
事

業
に

関
心

が
あ

る

３
０

社
０

社
７

社
０

社
２

社
３

社
８

社
９

社
１

社
海

外
工

事
の

請
負

実
績

が
あ

る

計
不 明

九
州

・

沖
縄

四
国

中
国

近
畿

中
部

関
東

北
海

道
・

東
北

２
７

社
が

回
答

海
外

工
事

を
再

び
請

負
い

た
い

と
考

え
て

い
る

２
０

社
（
約

７
４

．
１

％
）

今
後

の
海

外
展

開
に

つ
い

て
ど

う
考

え
る

か

海
外

工
事

を
再

び
請

負
う

こ
と

は
考

え
て

い
な

い
７

社
（
約

２
５

．
９

％
）

ど
の

よ
う

な
工

事
を

請
け

負
っ

た
か

海
外

工
事

の
請

負
実

績
の

あ
る

企
業

（
３

０
社

）
に

質
問

・
地

盤
・
土

工
事

（
地

盤
改

良
、

盛
土

、
埋

戻
、

舗
装

工
な

ど
）
：
（
８

社
）

・
電

気
・
給

排
水

・
空

調
工

事
（
省

エ
ネ

効
果

の
高

い
も

の
な

ど
）
：
（
７

社
）

・
特

殊
設

備
工

事
（
自

動
発

電
機

、
エ

レ
ベ

ー
タ

な
ど

）
：
（
３

社
）

な
ど

参
考

資
料

２
７
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その他本提言に関して出された委員の意見の概要

○ この提言で大切な点は、「政府が全体として」「官民一体」「関係省庁一体」など、

政府としてのメッセージが入っていることである。特に外交政策との関連で、国外

へのメッセージ効果は高いと感じており、いかに政策的な宣伝効果を上げていくか

が今後の課題であると考えられる。英文化して対外的に発信するような取組みも行

ってはどうか。

○ 国交省として、あるいは、日本政府として、日の丸を掲げないと支援を行うこと

が困難というのであれば話は別かもしれないが、「ＪＡＰＡＮ建設ブランド」という

日の丸を意識した活動が果たして必要なのだろうか。国際展開が進んでいくとする

と、世界の一員として仕事を行うことになるため、日の丸を意識しないようになる

のではないか。

○ 海外事業における問題等に対してアドバイスを行う機関を設けるべきとされてい

るが、あらゆる個別の海外案件に国交省が直接関与するのは、行き過ぎではないか。

経験上、このようなことは、大使館が中心となって対応を行うべきものであると認

識しており、国交省は、むしろ、日本におけるマーケットで強い建設業を養成して

いくことに専念すべきではないか。

○ 各企業は各社の考えや戦略に基づき業務を行っており、利益重視は昔から行って

いることである。したがって、海外で利益を出した企業を表彰するというようなこ

とを行うべきではない。

○ 社会インフラの整備を行う産業にとっては、政府間同士の関係が重要になる。ベ

トナムがその例であり、当時の安倍首相とズン首相の間で、高速鉄道、高速道路と

サイエンスパークをつくるという合意がなされて、様々なプロジェクトに関する動

きが始まっている。このような合意がなされた上で、例えば、相手国側の法的環境

の整備等も行われると考えられるので、日本政府からも進出先国政府に対し、我が

国の民間企業が自由に活動できるような環境を整備してもらうよう、働きかけを行

っていくことが大切である。
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我
が
国

建
設

業
等

の
国

際
展

開
に
向

け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

我
が
国

建
設

業
等

の
国

際
展

開
に
向

け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

～
政

府
が
行

う
べ

き
取

組
み

～
～

政
府

が
行

う
べ

き
取

組
み

～

短
期
（１

～
２
年

）
短

～
中

期
（
２
～

４
年

）
中

期
（
５
年

）

我
が

国
の
技

術
基

準
や

関
連

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

海
外

に
お
け
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
等
の
推
進

国
際
建
設
契
約
に
関
す
る
専
門
的
知
識
の
向
上
等

各
建
設
企
業
の
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
に
必
要
な
ツ
ー

ル
の
提
供

国
内
の
公
共
事
業
に
お
け
る
Ｐ
Ｐ
Ｐ
や
Ｃ
Ｍ
の

活
用

の
推
進

「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
建
設
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
を
活

用
し
た
案
件
形

成
の
推
進

国
際
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
成
功
に
導
く
リ
ー
ダ
ー
の

養
成

優
秀
な
外

国
人
技

術
者
・
労

働
者

等
の

確
保

海
外

進
出
事

例
の

収
集
・
整

理

海
外
建
設
市
場
へ
の
挑
戦
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め

の
施

策
の
検

討

売
込
み
を
図
る
べ
き
「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
建
設
ブ
ラ
ン
ド
」
の

明
確

化
等

有
望
な
建
設
市
場
に
お
け
る
「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
建
設
ブ
ラ

ン
ド
」
普
及
の
た
め
の
取
組
み

国
土

交
通
省
を
中

心
と
し
た
相
談

体
制

等
の

構
築

海
外

建
設
工

事
に
お
け
る
利

益
の

創
出

等
を
評
価

す
る
た
め
の
方
策
の
検
討

①
我
が
国
が
優
位

性
を
持
つ
建
設
技

術
の
確

認
と
そ
の

展
開
の
促
進

④
国
際
建
設

市
場

に
対
応
す
る
人

材
や
組
織
の
確
保

③
業
務
の
幅
を
拡

げ
る
よ
う
な
新
し
い

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

の
創
造

⑤
意

欲
と
能

力
の

あ
る
専
門
工
事
業

者
等
の
海
外
進
出

②
海
外
建
設

事
業

に
お
け
る
収

益
性

向
上
や
そ
の
円
滑

な
実
施
を
妨
げ
る

障
害
の
除
去

我
が
国
建
設
企
業
に
技
術
優
位
性
の
あ
る
案
件
形

成
の
促
進
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